
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

創業期貝島炭坑経営の特質 : 企業内部請負制と補完
炭坑について

大谷, 秀樹
福岡海星女子学院高等学校

https://doi.org/10.15017/13808

出版情報：エネルギー史研究 : 石炭を中心として. 21, pp.1-20, 2006-03-22. 九州大学附属図書館付設
記録資料館産業経済資料部門
バージョン：
権利関係：



創
業
期
貝
島
炭
坑
経
営
の
特
質

企
業
内
部
請
負
制
と
補
完
炭
坑
に
つ
い
て

大

谷

秀

樹

目

次

は
じ
め
に

二

創
業
期
貝
島
炭
坑
の
企
業
組
織

(
一
)
一
族
企
業
の
成
立
過
程

①

初
期
貝
島

一
族
の
形
成

②

一
族
請
負
業
か
ら

一
族
企
業

へ

(二
)
企
業
内
部
の
採
掘
請
負
制

①

大
ノ
浦
炭
坑

の
創
業

②

創
業
期
の
業
務
組
織

③

採
掘
請
負
制
の
収
益

(三
)
輸
送

・
販
売
業
務

の
委
託

①

輸
送
業
務

の
委
託

②

販
売
業
務

の
委
託

三

鉱
業
権
喪
失
後
の
企
業
形
態

(
一
)
大
ノ
浦

・
菅
牟
田
両
坑
の
請
負
堀
り

①

鉱
業
権
の
喪
失

②

採
掘
請
負
業

へ
の
後
退

(二
)
補
完
炭
坑
の
経
営
と
国
内
販
売

①

植
木
炭
坑
の
共
同
買
収

②

瑞
穂
炭
坑
の
創
業

③

国
内
販
売
の
状
況

④

瑞
穂
炭
坑
の
営
業
成
績

四

お
わ
り
に

一
1

一



は
じ
め
に

貝
島
炭
坑
に
関
す
る
経
営
史
的
な
研
究
は
、

既
に
様

々
な
角
度
か
ら
ア
プ

ロ
ー
チ

が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
先
ず
中
央
財
閥
形
成
史

の
な
か
で
貝
島
炭
坑
と

の
関
わ
り
に

触
れ
た
も
の
、
次
に
地
方
財
閥
の

一
つ
と
し
て
貝
島
炭
坑
を
捉
え
よ
う
と
し
た
も
の

な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
貝
島
の
経
営
史
を
研
究
す
る
う
え
で
欠
く
こ
と

の
で
き
な

い
も
の
と
な

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
従
来
の
研
究
は
、
財
閥
史
研
究
の

一
環
と
し
て

な
さ
れ
た
も
の
が
多
く
、
創
業
期
か
ら
の
貝
島
炭
坑

の
経
営

の
在
り
方
を
正
面
か
ら

取
り
上
げ
た
も
の
は
少
な

い
よ
う
で
あ
る
。
む

し
ろ
、
貝
島
の
経
営
史
を
長

い
時
間

の
流
れ
の
な
か
で
捉
え
て
み
れ
ば
み
る
ほ
ど
、
財
閥
化
と
は
異
質

の
伝
統
的
な
経
営

の
側
面
が
根
強
く
残

っ
て
お
り
、
歴
史

の
節
目
ご
と
に
そ
こ

へ
の
回
帰
が
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

こ
の
経
営
体
質

の
由
来
は
、
石
炭
産
業
自
体
の
地
域
性
や
非
永
続
性

の
ほ
か
に
、
貝
島
炭
坑
の
成
り
立
ち
に
関
す
る
特
殊
性
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
つ
て
、
遠
藤
正
男
氏
に
よ

っ
て
分
類
さ
れ
た
炭
坑
経
営
者
の
諸
類
型
に
お
い
て
、

「鶴
嘴

一
本
腕

一
本
の
炭
坑
労
働
者
か
ら
上
昇

し
た
鉱
業
家
」
と
規
定
さ
れ
た
貝
島

太
助

の
炭
坑
経
営
に
は
、
他
の
鉱
業
資
本
家
と
は
異
な
る
経
験
主
義
と
で
も
言
う
べ

き
独
自

の
経
営
手
法
が
あ

っ
た
。
政
府
の
強
引
な
鉱
業
政
策

の
も
と
で
小
資
本
が
生

き
残
る
道
は
様
々
で
あ
る
が
、
貝
島

の
場
合
に
は
、
財
閥
と
は

一
定

の
距
離
を
置
き
、

ま
た
自
ら
が
財
閥
に
な
る
道
も
捨
て
て
、
独
自

の
道
を
歩
ん
だ

の
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
貝
島
炭
坑

の
伝
統
的
な
経
営
手
法
と
は
、

一
体

い
か
な
る
も
の
か
。
そ
れ
は
、

ど
の
よ
う
に
し
て
経
営
体
質
と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
の
か
。
そ
こ
に
は
、
曲
折
が

な
か

っ
た
の
か
な
ど
の
問
題
を
、
創
業
期
に
立
ち
帰

っ
て
究
明
す
る
こ
と
は
、
そ
の

後

の
貝
島
経
営
史

の
展
開
を
見
通
す
う
え
で
の
有
力
な
手
が
か
り
に
な
る
。

つ
ま
り
、

創
業
期
に
こ
そ
貝
島
の
炭
坑
経
営
の
特
質
が
顕
著
に
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
が
そ
の

後
の
貝
島
経
営
史
の
な
か
で
様
々
に
展
開
し
な
が
ら
も
、
最
終
的
に
は
経
営

の
方
向

性
を
規
定
し
た
と
見
な
す

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
回
は
、
す
で
に
発

表
し
た
三

つ
の
論
文
の
準
備
段
階
に
お
い
て
作
成
し
て
い
た
草
稿
を
、
改
め
て
発
表

す
る
こ
と
に
し
た
。
従

っ
て
、
や
や
重
複
す
る
箇
所
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
貝

島
家

の
炭
坑
経
営
を
創
業
期
か
ら
見
直
す
こ
と
に
し
た
い
。

二

創
業
期
貝
島
炭
坑
の
企
業
組
織

(
一
)
一
族
企
業
の
成
立
過
程

①

初
期
貝
島

一
族
の
形
成

貝
島
炭
坑
の
経
営
上

の
特
色
の

一
つ
は
、
姻
戚
関
係
を
含
む
広
範
な
貝
島

一
族
が

様
々
な
企
業
形
態
の
な
か
で
経
営
の
重
要
な
地
位
を
占
め
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
こ

の

一
族
経
営

の
成
立
過
程
は
、
大
ノ
浦
炭
坑
の
創
業
以
前
、
も

っ
と
言
え
ば
貝
島
家

の
出
発
点
に
ま
で
遡
る
。
「貝
島
太
助
伝
」
に
よ
る
と
、
筑
豊
炭
田
の
中
央
部
、
遠
賀

川
合
流
点
の
直
方
町
に
あ

っ
た
貝
島
家
は
、
貝
島
利
助
の
時
代
に
農
業
か
ら
離
れ
て
、

遠
賀
川
の
川
舟
船
頭
を
生
業
と
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。
地
の
利
を
生
か
し
た
輸
送
業

に
活
路
を
見
出
そ
う
と
し
た

の
で
あ
る
が
、
長
く
は
続
か
な
か

っ
た
。
そ
の
後
は
破

魔
弓

・
土
人
形

・
箱
細
工
を
作
る

「人
形
屋
」
を
細

々
と
経
営
す
る
よ
う
に
な

っ
た
。

そ
の
養
子

・
養
女
が
太
助
の
父
母
永
四
郎

・
タ
ネ
で
あ
る
。
永
四
郎
は
、
貝
島
利
助

の
最
初

の
養
子
が
貝
島
家
を
去

っ
た
た
め
、
残
さ
れ
た
養
女

の
タ
ネ
の
婿
と
し
て
遠

賀
川
上
流
域
穂
波
郡
忠
隈
村

山
本
家

か
ら
同
家
に
入

っ
た
。
し
か
し
、
彼
は
、
野

菜

・
果
物

の
栽
培
行
商
と
冬
場
の
炭
坑
労
働
で
辛
う
じ
て

一
家

の
生
計
を
維
持
す
る

に
過
ぎ
な
か

っ
た
。
そ
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
の
が
貝
島
太
助
で
あ
る
。
太
助
は

八
歳
の
時
か
ら
父
の
炭
坑
労
働
を
助
け
、
十
歳
の
姉
杉
子

(ヌ
イ
)
も
野
菜
や
果
物
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の
行
商
を
し
て
家
計
を
助
け
た
。
少
年
期
の
太

助
は
、

一
時
奉
公
に
出
さ
れ
る
が
、

父
永
四
郎
が
病
床
に
就
い
た
の
を
き

っ
か
け
に
家
に
戻
り
、
長
弟
の
文
兵
衛
も
奉
公

先
か
ら
帰

っ
て
共
に
炭
坑
で
働
く
よ
う
に
な

っ
た
。
慶
応
三
年
、
二
十
二
歳
に
な

っ

た
太
助
は
、
直
方
町
山
部
の
小
坑
区
を
買
収
し
て
初
め
て
の
独
立
を
試
み
た
が
、
排

水
法
に
窮
し
、
陥
落
で
失
敗
し
た
。
そ
の
後
は
、
博
徒
と
交
わ
り
な
が
ら
、
行
商

・

土
方
人
足

・
綿
打
ち

・
日
雇
い
稼
ぎ
な
ど
数

々
の
職
業
を
転

々
と
し
た
。
明
治
三
年
、

伊
乃
子
と
結
婚
し
て
長
男
を
得
た
が
夭
逝
し
た
。

こ
れ
が
転
機
と
な

っ
て
、
単
身
で

田
川
郡
に
赴
き
、
西
弓
削
田
炭
坑

の
大
頭
領
渡

辺
弥
右
衛
門

の
下
で
坑
夫
か
ら
副
頭

領
を

へ
て
頭
領
と
な
り
、
苦
し
い
修
業
時
代
を

過
ご
し
た
。
直
方
町
か
ら
妻
伊
乃
子

を
呼
び
寄
せ
て
坑
夫
の
賄

い
を
さ
せ
て
大
納
屋
経
営
も
経
験
し
た
。
明
治
八
年
、
再

び
直
方
町
山
部
に
竪
坑
を
開
坑
し
て
独
立
し
よ
う
と
し
た
が
、
前
回
の
よ
う
に
排
水

に
苦
し
み
、
断
層
水

の
噴
出
で
放
棄
し
た
。
次

の
直
方
町
切
貫
竪
坑
開
坑
時
に
は
、

長
弟
文
兵
衛
の
ほ
か
に
次
弟
六
太
郎
を
参
加
さ

せ
て
仕
事
を
分
担
す
る
体
制
を
取
り

始
め
た
が
、
六
太
郎
の
排
水
作
業
中
に
坑
道

・
坑

口
が
崩
落
し
て
失
敗
し
た
。
太
助

は
、
こ
れ
ま
で
の
失
敗
の
原
因
が
排
水
方
法
の
不
備
に
あ
る
こ
と
を
体
得
し
て
い
た

た
め
、
長
崎

の
職
工

・
片
山
逸
太
が
田
川
郡
糸

田
竪
坑
で
蒸
気
揚
水
機
械
を
試
用
す

る
の
に
立
ち
会

い
、
機
械
方

の
中
村
清
助
か
ら
多
く
の
こ
と
を
学
ん
だ
。
直
方
町
に

帰

っ
た
太
助
は
、
文
兵
衛

・
六
太
郎
と
と
も
に
香
田
助
五
郎
が
所
有
す
る
鞍
手
郡
新

入
坑
区
の

一
部
を
請
負
堀
り
す
る
こ
と
と
し
、

こ
れ
が
西
南
戦
争
の
好
況
に
遭
遇
し

て

一
定

の
資
金
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
貝
島

太
助
の
炭
坑
業
が
徐

々
に
形
を
見
せ

始
め
て
い
た
明
治

一
〇
年
、
直
方
町
の
資
産
家

の
共
同
経
営

で
あ

っ
た
切
貫
炭
坑
に

採
掘
経
験
を
見
込
ま
れ
て
参
加
し
た
。
切
貫
炭

坑
は
、
貝
島
太
助
を
迎
え
て
漸
く
着

炭
に
成
功
し
、
中
古
で
は
あ

っ
た
が
蒸
気
機
関
を
設
置
し
て
、
こ
の
地
方
に
お
け
る

近
代
炭
坑
の
先
駆
と
な

っ
た
。

こ
の
切
貫
炭
坑

の
共
同
経
営

の
も
と
で
、
太
助
は
長

弟
文
兵
衛

・
次
弟
六
太
郎
の
ほ
か
に
、
三
弟

の
嘉
造
、
姉

の
杉
子
、
さ
ら
に
弓
削
田

炭
坑
時
代
か
ら
行
動
を
共
に
し
て
き
た
甥
の
岡
藤
美
之
助
な
ど
の

一
族
を
呼
び
寄
せ

て
、
兄
弟
を
中
心
と
し
た
作
業
グ

ル
ー
プ
を
形
成
し
た
。
こ
の
切
貫
炭
坑
が
機
械
使

用
の
未
熟
さ
に
よ
っ
て
失
敗
す
る
と
、
太
助
は
小
倉
兵
営
在
留

の
軍
人

・
帆
足
義
方

の
事
業
に
協
力
す
る
こ
と
に
活
路
を
見
出
し
た
。
明
治

一
二
年
三
月
、
帆
足
義
方
に

遠
賀
郡
馬
場
山
借
区
の
許
可
が
下
り
る
と
、
太
助
は
再
び
文
兵
衛

・
六
太
郎

・
嘉
造

な
ど
を
集
め
た
。
文
兵
衛
は
川
勘
場
、
妻
の
伊
乃
子
は
炊
事
に
あ
た

っ
た
。
さ
ら
に
、

翌

=
二
年
に
は
、
隣
接
す
る
遠
賀
郡
香
月
村
で
、
帆
足
義
方

・
斯
波
義
兼
兄
弟
が
経

営
す
る
香
月
炭
坑
の
竪
坑
を
開
坑
し
た
。
文
兵
衛
は
積
出
場
で
石
炭

の
運
搬

・
積
込

を
監
督
、
六
太
郎
は
採
掘
主
任
、
岡
藤
美
之
助
は
監
量
長
、
杉
子
と
嘉
造
は
売
勘
場
、

帆
足
の
部
下
で
杉
子
と
結
婚
し
た
原
庫
次
郎
は
事
務
主
任
、
嘉
造

の
義
兄

・
桑
野
機

三
郎
は
会
計
主
任
と
な

っ
た
。
翌

一
四
年
に
は
伊
乃
子
の
異
母
弟
で
博
多
商
人
小
川

平
七
の
も
と
で
番
頭
を
し
て
い
た
原
田
勝
太
郎
を
売
勘
場
主
任
、

一
五
年
に
は
遠
賀

川
の
船
頭
か
ら
香
月
炭
坑

の
坑
夫
頭
領
に
な

っ
て
い
た
園
田
覚
助
を
坑
夫
取
締
等
に

あ
た
ら
せ
た
。

こ
う
し
て
、
香
月
炭
坑
時
代
に
は
貝
島
太
助
を
中
心
に
し
て
、
貝
島

文
兵
衛
、
貝
島
六
太
郎
、
貝
島
嘉
造
、
岡
藤
美
之
助
、
原
庫
次
郎
、
桑
野
機
三
郎
、

原
田
勝
太
郎
、
園
田
覚
助
な
ど
の

一
族
グ
ー
ル
プ
が
す
べ
て
出
揃

い
、
彼
ら
が
帆
足

義
方

の
鉱
業
実
務
を
担
当
す
る
体
制
が

ス
タ
ー
ト
し
た
。
し
か
し
、
炭
価
低
落
の
な

か
、
帳
簿
の
不
明
確
さ
も
あ

っ
て
、
太
助
は
帆
足
が
約
束
し
て
い
た
利
益
金
の

一
割

配
当
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
そ
こ
で
、
明
治

一
六
年
六
月
か
ら
香
月
炭

坑
を
請
負
堀
り
す
る
形
に
切
り
替
え
る
と
、
明
治

一
八
年
ま
で
に
約
七
、
八
千
円
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
そ
の
間
、
同
坑
の
事
務
員
山
本
貴
三
郎
と
対
立
し
、

帆
足
か
ら
は
請
負
金
を
低
減
さ
れ
て
収
支
が
償
わ
な
い
こ
と
も
あ

っ
た

の
で
、
帆
足

義
方

の
部
下
で
あ

っ
た
原
庫
次
郎
を
除
く

一
族
作
業
グ
ル
ー
プ
は
、
香
月
炭
坑
に
見
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切
り
を

つ
け
て
鞍
手
郡
上
大
隈
村
大
ノ
浦

(代

ノ
浦
)
に
進
出
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

以
上
は
、
伝
記
の
要
約

で
は
あ
る
が
、
貝
島

一
族

の
形
成
過
程
を
窺
う

こ
と
は
で

き
る
。
貝
島
太
助
を
中
心
と
す
る
炭
坑
業
グ
ル
ー
プ
は
、
貝
島
太
助
が
次

々
に
炭
坑

開
発
を
繰
り
返
し
て
い
く
過
程
で
、
事
業
上
の
必
要
か
ら
徐

々
に
形
成
さ
れ
て
い
っ

た
。
最
初
に
文
兵
衛
、
次
に
六
太
郎
が
加
わ

っ
た
。
切
貫
炭
坑

の
開
発
の
時
に
は
嘉

造
や
杉
子
、
岡
藤
美
之
助
が
売
場
を
経
営
す
る
な
ど
体
制
が
整

い
始
め
た
。
切
貫
炭

坑
に
お
け
る
蒸
気
機
関
の
失
敗
で

一
時
離
散
す

る
が
、
香
月
炭
坑

の
時
代
に
彼
ら
は

戻
り
、
さ
ら
に
、
事
務
能
力
を
持

つ
原
庫
次
郎
、
会
計

・
商
務
経
験
を
持

つ
桑
野
機

三
郎
、
そ
し
て
外
交

・
統
率
能
力
の
あ
る
園
田
覚
助
な
ど
、
後
に

「六
元
老
」
と
呼

ば
れ
る
人
物
が
次

々
に
加
わ

っ
て

一
族
を
中
心
と
す
る
作
業
グ

ル
ー
プ
が
で
き
あ

が

っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
香
月
炭
坑

の
請
負
掘
り
を
成
功
に
導

い
た
の
で

あ
る
。

図1初 期貝島一族の関係図

(穂
波
郡
山
本
文
助
三
男
)

永
四
郎

貝
島
利
助

-
養
女

・
タ
ネ

ー

(園

田
太
平
孫
)

=:配 偶者

[:兄 弟姉妹

外族一

ク

ニ

(太
助
の
異
父
姉
)
1

岡
藤
美
之
助

(六
元
老
)

原
庫
次
郎

(六
元
老
)

=

杉
子

(ヌ
イ
と
改
称
)

太
助

(長
男
)

=

・
伊
乃
子

(慶
子
と
改
称
)

・
原
田
勝
太
郎

(六
元
老
)

文
兵
衛

(明
治
二
〇
年
四
月
死
亡
、
二
男
)

六
太
郎

(三
男
)

嘉
造

(四
男
、
嘉
蔵
と
も
書
く
)

ヒ
ロ

桑
野
機
三
郎

(六
元
老
)

園
田
覚
助

(六
元
老
、
園
田
角
助
と
も
書
く
)

渡
辺
壮
兵
衛

(宮
田

・
長
井
鶴

・
磯
光

・
上
大
隈
四
ヵ
村
戸
長
、
六
元
老
)

②

一
族
請
負
業
か
ら

一
族
企
業

へ

明
治

一
〇
年
代
に
お
け
る
貝
島

一
族
の
成
功
は
、
あ
く
ま
で
も
請
負
掘
り
の
成
功

で
あ

っ
た
。
こ
の
時
代
ま
で
の
石
炭
採
掘
は
簡
単
な
道
具
で
対
応
で
き
た
た
め
、
鉱

業
権
者
の
も
と
で
豊
富
な
鉱
業
経
験
を
生
か
せ
ば
、
請
負
業
で
の
利
益
を
得
る
こ
と

は
可
能
で
あ

っ
た
。
香
月
炭
坑
時
代
ま
で
の
貝
島

一
族

の
成
功
は
、
ま
さ
に
彼
ら
が

蓄
積
し
て
い
た
知
識
や
技
能
を
活
用
し
た
結
果
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
坑
主
と
し
て

成
功
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
に
加
え
て
炭
価

の
変
動
に
耐
え
う
る
豊
富
な
資
金
力
と

開
か
れ
た
市
場
が
必
要
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
香
月
炭
坑
時
代
ま
で
は
、
彼
ら

は
炭
坑
の
所
有
者
に
も
経
営
者
に
も
な
り
得
な
か

っ
た
と
言

っ
て
良

い
。
多
く
の
場

合
、
貝
島
太
助
自
身
が
、
鉱
業
権
者
か
ら
炭
坑
開
発
を
任
さ
れ
た

「
一
山
請
負
」
的

な
存
在

で
あ

っ
て
、

こ
の
技
術
者
と
し
て
の

「太
助
頭
領
」
の
も
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
技
能
を
持

つ
一
族
が
作
業
を
分
担
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ

る
、
鉱
業
権
者

(借

区
権
者
)i

鉱
業
請
負
人
i
作
業
グ

ル
ー
プ

の
階
層
分
離
は
、

小
規
模

の
石
炭
採
掘
に
お
い
て

一
般
的
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
鉱
業
権
者

(借
区
権

者
)
と
鉱
業
請
負
人
及
び
作
業
グ

ル
ー
プ
と
の
階
層
分
離
は
、
固
定
的
な
も
の
で
は

な
か
っ
た
。
中
間
に
位
置
す
る
請
負
人
が

一
定

の
資
金
を
得
て
鉱
業
権
者
に
上
昇
す

る
こ
と
も
十
分
に
可
能

で
あ

っ
た
。
大
ノ
浦
炭
坑

の
創
業
は
、
貝
島

一
族
が
請
負
掘

り
の
成
功
に
よ

っ
て
鉱
業
権
者
に
上
昇
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

貝
島
の
場
合
に
は
、
太
助
が
鉱
業
権
者
に
上
昇
し
て
彼
を
実
質
的
な
坑
主
と
す
る

一

つ
の
企
業
体
が
誕
生
し
て
か
ら
も
、

こ
の
階
層
が
そ
の
ま
ま

一
つ
の
企
業
組
織
に
転

化
し
、

こ
の
関
係
が
炭
坑
内
部
に
内
在
す
る
と
い
う
特
殊
な
形
態
を
長
く
残
し
た
。

こ
の
企
業
体
内
部
の

「請
負
制
」
こ
そ
が
後
の
貝
島
炭
坑
の
経
営
組
織
を
特
徴
づ
け

る
も
の
と
な
り
、
そ
の
妙
味
を
経
営
内
部
で
も
利
用
す
る
と
い
う
経
営
方
針
が
生
ま

れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
大

ノ
浦
炭
坑
創
業
後
の
貝
島
炭
坑
を
見
た
場
合
、
こ
の
企
業
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内
部
の
採
掘
請
負
制
が
経
営
組
織
の
特
質
と
し

て
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

(二
)
企
業
内
部
の
採
掘
請
負
制

①

大

ノ
浦
炭
坑

の
創
業

明
治

一
八
年
、
香
月
炭
坑

の
請
負
堀
り
を
し

て
い
た
貝
島

一
族
は
、
上
大
隈
村
代

ノ
浦

(大
ノ
浦
)
に
設
定
さ
れ
て
い
た
在
来
の
村
借
区
を
買
収
し
た
。

こ
の
地
域
は
、

遠
賀
川
支
流
の
犬
鳴
川
に
入
り
込
ん
だ
と
こ
ろ

で
、
古
く
か
ら
村
民
に
よ
る
断
続
的

な
小
規
模
採
掘
が
行
わ
れ
て
い
た
。
し
た
が

っ
て
、
新
た
な
開
鑿
に
は
困
難
が
予
想

さ
れ
、
ま
た
輸
送
面
に
も
問
題
が
あ

っ
た
が
、
既
知

の
坑
区
を
他
人
に
委
ね
た
貝
島

と
し
て
は
残
さ
れ
た
未
知

の
奥
地
に
入
り
込
ま
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。

こ
の
代
ノ
浦

坑
区
買
収
と
同
時
に
政
府
が
求
め
る

「万
坪
」
以
上

の
坑
区
の
増
借
区
を
出
願
し
た

が
、
開
坑
に
は
太
助
と
と
も
に
失
敗
を
経
験
し

て
き
た
文
兵
衛
が
慎
重

で
あ

っ
た
。
資
金
の
欠

乏
と
炭
坑
業

の
困
難
さ
が
躊
躇

し
た
理
由
で

あ

っ
た
が
、
他
の

一
族
が
賛
成
し
た
た
め
、
開

坑
に
決
し
た
。
直
ち
に
竪
坑
を
開
坑
、
翌

一
九

年
に
至

っ
て
着
炭
に
成
功
し
た
。
開
坑
と
着
炭

の
月
数
に
は
諸
説
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て

も
長
期
間
に
わ
た
る
難
工
事
の
末
、
よ
う
や
く

大

ノ
浦
炭
坑
は
創
業
に
こ
ぎ

つ
け
た
。
坑
区
名

義
は
貝
島
六
太
郎
と
桑
野
機
三
郎
、
創
業
資
金

は
表
1
の
よ
う
に
貝
島
太
助
、
文
兵
衛
、
六
太

郎
、
嘉
造
、
桑
野
機
三
郎
、
園
田
角
助
の
出
資

で
あ
る
。
貝
島

一
族
で
掻
き
集
め
た
資
金
は
僅

単位:円表1大 ノ浦炭坑の創業資金

出資額出 資 形 態出資者

800

400

1,400

250

150

370俵附植木村田地売価

貸金

3名 共同貯金

同 上

同 上

現金

現金

貝島太助

同

貝島文兵衛

貝島六太郎

貝島嘉蔵

桑野機三郎

園田角助

3,000合 計

出典:辰 巳豊吉 「貝 島太助 伝 」(写)

か
で
、
現
実
に
使
え
る
金
は
三
〇
〇
〇
円
に
過
ぎ
な
い
と

い
う
状
況
で
あ

っ
た
。
こ

の
創
業
資
金
出
資
者
に
、
岡
藤
美
之
助

・
原
田
勝
太
郎
を
加
え
た
八
名
が

「壌
主
」

で
あ

っ
た
。
明
治
二
一二
年

一
一
月
、
創
立
五
周
年
に
上
大
隈
村
厳
島
神
社
に
寄
進
し

た
献
灯
に
は
、
「大
ノ
浦
墳
主
」
と
い
う
肩
書
き
で
こ
の
八
人
の
名
前
が
刻
ま
れ
て
い

る
。

こ
の
う
ち
文
兵
衛
は
創
業
期

の
過
労
が
崇

っ
て
既
に
故
人
と
な

っ
て
い
た
が
、

こ
れ
を
坑
主
に
加
え
る
配
慮
が
見
ら
れ
る
。

こ
の
坑
主
人
名
は
、
遅
れ
て
参
加
す
る

原
庫
次
郎
を
加
え
る
と
香
月
炭
坑
時
代
に
共
に
請
負
堀
り
を
担

っ
て
き
た
メ
ン
バ
ー

の
再
現
で
あ
る
。
大
ノ
浦
炭
坑

の
出
発
点
に
お
い
て
は
、

い
ず
れ
も
坑
主
と
し
て
同

格

の
地
位
を
占
め
て
い
る
。

史
料
1

厳
島
神
社
石
灯
籠
碑
文

奉
献

裏
者
明
治
十
八
年
於
上
大
隈
村
字
大
之
浦
経
始
炭
墳
営
業
営
業
漸
次
恰

盛
大
因
建
立
村
社
厳
島
神
前
石
燈
籠
壱
対
以
祈
将
来
洪
福
云
爾

明
治
廿
三
年
寅
十

一
月
吉
日

大
ノ
浦
塘
主

直
方
町

同同同穂
波
郡
穂
波
村

鞍
手
郡
植
木
村

穂
波
郡
上
穂
波
村

遠
賀
郡
爲
門
村

貝
嶋
太
助

貝
嶋
文
兵
衛

(故
人
)

貝
嶋
六
太
郎

貝
嶋
嘉
蔵

桑
野
喜
三
郎

園
田
角
助

岡
藤
美
之
助

原
田
勝
太
郎
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②

創
業
期
の
業
務
組
織

大
ノ
浦
炭
坑

の
坑
主
、
正
確
に
は
組
合
員
と

し
て
名
前
を
連
ね
て
い
て
も
、
企
業

内
部
に
お
け
る
貝
島
太
助

の
優
位
は
動
か
な
か

っ
た
。
む
し
ろ
、
そ
の
優
位
は
、
明

治
二

一
年

一
二
月
か
ら
策
定
さ
れ
る
撰
定
鉱
区

の
鉱
業
権
取
得
や
そ
の
獲
得
の
た
め

の
資
金
調
達
を
め
ぐ
る
問
題

で
顕
著
に
な

っ
て
く
る
。

こ
の
点
は
、
や
や
遅
れ
て
経

営
す
る
こ
と
に
な
る
隣
接

の
菅
牟
田
炭
坑
に
お

い
て
も
同
様
で
あ

っ
た
。
現
実
の
問

題
と
し
て
、
撰
定
鉱
区
を
得
る
た
め
の
官
庁
工
作
や
地
元
対
策
、
さ
ら
に
は
借
金
の

主
体
と
し
て
、
貝
島
太
助
の
存
在
は
大
き
か

っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
貝
島
太
助
の
優

位
は
、
そ
れ
以
下
の
組
合
員
た
ち

の
直
轄
化
を
直
ち
に
志
向
す
る
も
の
で
は
な

い
。

そ
こ
か
ら
、
こ
の
時
期
の
貝
島
炭
坑
の
特
殊
な
企
業
組
織

の
問
題
が
浮
か
び
上
が

っ

て
く
る
。

創
業
期
貝
島
炭
坑
大

ノ
浦

・
菅
牟

田
両
坑
の
業
務
組
織
に

つ
い
て
は
、
明
治
二
四

年
八
月
時
点

で
の
三
井
物
産
調
査
報
告
書

「筑
前
国
鞍
手
郡
大

ノ
浦
菅
牟
田
炭
坑
及

同
国
穂
波
郡
桂
川
長
尾
借
区
取
調
上
申
書
」
(以
下
、
「上
申
書
」
と
記
載
)
が
あ
る
。

そ
の
大
ノ
浦
坑
之
部
に

「坑
業
受
負
人
監
場
員

及
事
務
員
ト

モ
重
要
ノ
事
務

二
当
ル

人

ハ
総
テ
坑
主
親
戚
ヲ
以
テ
成
立

ス
」
と
記
さ

れ
て
い
る
の
で
、

一
族
の
者
が
大
ノ

浦

石
炭
礦

事
務
所
員
、
売
監
場
員
、
坑
業
受
負

人
と

い
う
要
職
を
独
占
し
て
い
る
。

そ
の
う
ち
の
坑
業
受
負
人
に

つ
い
て
は
、
同
書

の
な
か
で

「本
坑

〔大
ノ
浦
坑
〕
採

掘
事
業

ハ
坑
主

ニ
テ
関
係
ナ
ク
別

二
受
負
者
ヲ
置
キ

一
ヶ
月
採
炭
運
搬
等

(運
搬
ト

ハ
積
場
迄

ヲ
云
フ
ナ
リ
)

一
切
受
負

ニ
テ
担
当

シ
経
済
上

ハ
坑
主
ト
全
ク
分
離
ス
、

受
負
者

ハ
坑
主
貝
嶋
氏
の
舎
弟
同
姓
六
太
郎
氏
及
原
田
嘉
介

(貝
嶋
太
助
氏
偶
配
ノ

弟
ナ
リ
)
〔原
田
勝
太
郎

の
こ
と
〕
氏
ノ
手

ニ
テ

一
切
取
扱

エ
リ
、
又
売
監
場
モ
貝
嶋

六
太
郎
氏
引
受
ケ
却
テ
事
務
所
ヨ
リ
職
務
大

ニ
シ
テ
取
扱
上
整
頓
セ
リ
」
と
述
べ
て

お
り
、
川
舟
に
積
み
込
む
ま
で
の
作
業
が
す

べ
て
坑
業
受
負
人
の
裁
量
に
任
さ
れ
て

い
た
。
菅
牟
田
坑
の
場
合
も

「採
掘
事
業
坑
主
貝
嶋
氏
ノ
親
戚
原
庫
太
郎

〔原
庫
次

郎
〕
ノ
担
当

ニ
シ
テ
経
済
上
職
務
権
限
等
総
テ
大

ノ
浦
坑
同
様
ナ
リ
、
採
掘
受
負
金

ノ
割
合

モ
亦
大
ノ
浦
坑

同
様
ナ
リ
」
と
報
告
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
大
ノ
浦
坑

の

「受
負
者

ニ
テ
使
用
ス
ル
事
務
員
其
他
雇
員

ハ
事
務
員
四
人
測
量
方

一
人
坑
内
棟
梁

五
人
監
量
係
十
四
人
機
械
方
十
八
人
積
入
係
八
人
運
炭
係
三
人
函
取
三
人
大
工
人
人

此
ノ
合
計
六
拾
四
人
外

二
坑
夫
五
百
人
車
夫
八
十
人
日
雇
三
十
五
人
積
入
夫
六
十
人

惣
計
七
百
四
十

〔七
百
三
十
九
〕
人
也
」
と
述
べ
て
、
坑
業
受
負
人
の
も
と
に
彼
の

事
務
員
以
下
多
く
の
係
員
や
坑
夫
が
雇
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
る
。
な
お
、
坑
業
受

負
人
が
使
役
す
る
事
務
員
に
は
地
元
村
民
が
多
く
採
用
さ
れ
、
ま
た
高
度
な
技
術
や

熟
練
を
要
す
る
機
械
方
や
棟
梁
に
は
高

い
月
給
が
支
払
わ
れ
て
い
る
。
以
上
の
こ
と

は
、
菅
牟
田
坑
に
お
い
て
も
同
様
で
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う
に
大

ノ
浦

・
菅
牟
田
両
坑
で
は
、
三
井
側
か
ら
坑
主
と
目
さ
れ
た
貝
島

太
助
が
、
川
船
輸
送
と
石
炭
販
売
以
外
の
採
掘
事
業
を
坑
業
受
負
人
に
選
定
し
た

一

族
の
中
心
人
物
に
任
せ
、
そ
の
坑
業
受
負
人
が
各
坑
の
雇
用
面
か
ら
作
業
面
ま
で
を

自
己
の
裁
量
で
実
質
的
に
管
理

・
運
営
し
て
い
た
。
こ
こ
に
、
前
に
触
れ
た
階
層
の

上
昇
転
化
の
結
果
と
し
て
の
企
業
内
部
の
請
負
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
以
外
の

分
野
で
あ
る
石
炭
の
川
船
輸
送
と
販
売
に
関
わ
る
業
務
は
、
大

ノ
浦
石
炭
礦

事
務
所

の
直
接
管
理
と
な

っ
た
。
以
上
の
業
務
組
織
を
図
示
す
る
と
、
図
2
の
よ
う
に
な
る
。

③

採
掘
請
負
制
の
収
益

こ
の
業
務
組
織
の
な
か
で
注
目
す
べ
き
は
、
採
掘
事
業
の
実
質
的
な
担
当
者

で
あ

る

「坑
業
受
負
人
」
と

「坑
主
貝
島
太
助
」
と
の
間

の
経
済
上
の
関
係
で
あ
る
。
両
者

は
、

一
つ
の
企
業
の
な
か
で

一
ヶ
月
単
位
の
採
掘
請
負
関
係
に
あ
り
、
経
済
上
完
全

に
分
離
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
採
掘
請
負
関
係
は
、
坑
業
受
負
人
が
貝
島
炭
坑
と

い
う
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図2大 ノ浦坑の業務組織

坑
主

大
ノ
浦
石
炭
礦
事
務
所

坑
業
受
負
人

川
勘
場
事
務
所

植
木
積
替
事
務
所

若
松
販
売
事
務
所

売
勘
場

私
立
小
学
校

事
務
所
員

測
量
方

坑
内
棟
梁

監
量
係

機
械
方

積
入
係

運
炭
係

函

取

大

工

企
業
体
の
所
有
す
る
機
械
設
備
を
使
用
す
る
と

い
う
点
で
、
請
負
人
が
自
ら
道
具
を

携
え
て
採
掘
を
請
け
負
う
従
来

の
外
部
請
負
と
は
異
な
る
。
し
か
し
、
坑
業
受
負
人

が
内
部
利
益
を
自
己
利
益
と
し
て
収
得
す
る
と

い
う
点
で
企
業
内
部
の
独
立
採
算
制

と
も
見
ら
れ
な

い
。
言
わ
ば
、
両
者

の
中
間
的

な
制
度

で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、

こ
の
請
負
シ
ス
テ
ム
は
仮
に

「企
業
内
部
請
負

制
」
と
呼
ん
で
お
く
。
そ
の
具
体
的

な
し
く
み
は
次
の
よ
う
で
あ

っ
た
。
ま
ず
坑
主

か
ら
坑
業
受
負
人
に
渡
さ
れ
る
採
掘

受
負
金
は
、
大
ノ
浦

・
菅
牟
田
両
坑
と
も
塊
炭

一
万
斤
に
つ
き
七
円
と
定
め
、
炭
価

が

一
円
以
上
高
下
す
る
と
き
は
三
分
の

一
を
増
減
す
る
も
の
と
し
た
。
受
負
人
は
こ

の
割
合
に
よ

っ
て

一
ヶ
月
の
出
炭
高
に
応
じ
た
採
掘
受
負
金
を
坑
主
か
ら
受
け
取
り
、

こ
の
な
か
か
ら
採
掘
費
を
支
払

っ
て
、
残
額
を
受
負
人
利
益
と
し
て
収
得
し
た
。

こ

の
と
き
の
炭
価
は
門
司
送
り
の
う
え
で
塊
炭

一
万
斤
に

つ
き

一
八
円
三
〇
銭
の
約
定

で
あ

っ
た
か
ら
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
請
負
金
額

は
か
な
り
低
い
が
、
そ
れ
は
採
掘
費

が
坑
内

.
坑
外
の
労
賃
と
仕
繰

・
掘
進
用
材
料
費
や
作
業
上
の
簡
単
な
消
耗
品
費
に

限
ら
れ
、
そ
の
後
の
川
船
輸
送
費
、
販
売
費
用
を
受
負
人
が
負
担
し
な
い
か
ら
で
あ

る
。
受
負
人
は
、
い
わ
ゆ
る
山
元
原
価
に
あ
た
る
費
用
の
み
を
負
担

し
、
石
炭
を
川

舟
に
積
み
込
ん
だ
段
階
で
、

一
万
斤
に

つ
き
七
円
を
受
け
取
る
の
で
あ
る
。
坑
主
は

前
も

っ
て
買
い
取
り
価
格
を
設
定
す
る
こ
と
で
市
場
価
格
と
の
間
に

一
定
の
利
益
を

確
保
で
き
、
ま
た
坑
業
受
負
人
も
自
分
の
裁
量
で
採
掘
現
場
で
の
費
用
を
抑
え
る
こ

と
に
成
功
す
れ
ば
受
負
人
利
益
が
増
す
仕
組
み
で
あ
る
か
ら
、
経
営
側
に
と

っ
て
は

有
利
な
方
法
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

明
治
二
四
年
七

月
中
の
受
負
人
利

益
を
表
2

「採
炭

受

負

受

払

明

細

表
」
に
よ

っ
て
計

算
し
て
み
る
と
次

の
よ
う

に
な

る
。

一
万
斤
当
た
り
の

受
負
金
を
決
め
ら

れ

た
受
負
人

は
、

そ
の
採
掘
高
に
応

じ
た

「坑
主
よ
り

受
金
」
(採
掘
受
負

金
)
三
五
七

一
円

二
三
銭
八
厘
を
与

え
ら
れ
た
。
こ
の

中
か
ら
採
炭
賃

・

陸
運
搬
賃

・
積
入

表2採 炭受負受払明細表 明治24年7A分

採 掘 賃
1407円14銭

177円38銭

1634円10銭

352円61銭8厘

3571円23銭8厘

1712円64銭1厘

102円35銭7厘

45円65銭

177円

38円

240円

38円35銭

86円30銭4厘

67円50銭

35円78銭2厘

38円68銭2厘

217円86銭

617円50銭

1万 斤単価

7円

3円50銭

6円50銭

3円50銭

本 月 採 掘 高
三 尺塊炭201万0200斤

同 粉炭50万6800斤

五 尺塊炭251万4000斤

同 粉炭100万7480斤

塊 粉合 計603万8480斤

採炭賃658万7080斤(坑 所焚料等含む)

坑内車夫賃

坑内諸 日役賃

坑内延卸後間賃金
火薬代

陸運搬賃

坑外 日役賃
材木買入代

器械費一切

監場油竪坑下油其他坑内に係る雑費
運炭車用油及釘鉄縄竹其他雑費

積入賃

月給合計

3417円62銭6厘

153円61銭2厘

合 計 金

坑
主
よ
り
受
金

採

掘

費

利益

出典:三 井文 庫 物 産226「 大ノ浦 菅牟 田両坑点 検報 告 」
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表3大 ノ浦炭坑 収支計算表(1万 斤当たり) 単位:円

収

入

支

出

収 支 項 目
石炭売上金
三尺塊炭
三尺粉炭
五尺塊炭
五尺粉炭
合 計

坑所請負 金(採 掘費 ・請負 人利益)
採炭賃
坑内車夫賃
坑内諸 日役賃
坑内延卸後間賃金
火薬代
陸運搬賃
坑外 日役 賃

材木買入代
器械費 一切
監場油竪坑下油其他坑内雑費
運炭車用油及釘鉄縄竹其他雑費

積入賃

請負人使用事務員及雇員
請負人利益

問屋 口銭

若松取締所経費
輸送費(若松水 運)

上船運賃
植木車道積替賃
下船運賃
川船運賃

運送費

門若水運
若松門司間運賃
船舶出入港費

大 ノ浦石炭礦事務所経費

抗主外６名月給及旅費交通費其他雑費借

区税諸上納新機械買入其他新築工事

合 計

M24.7.決 算

塊 粉5.914
2.836

0.170

0.076

0.293

0.063

0.397

0.064

0.143

0.112

0.059

0.064

0.361

1.022

0.254

構成比

100%
47.9%

2.9%

1.3%
4.9%

1.10/。

6.7%
1.1%

2.4%

1.9%
1.0%

1,1%

6.1%
17.3%

4.3%

M24.8.予 算

塊 炭18.30

門 司 送18.30

塊 炭7.000

0。260

0.200

0.060

4.000

0.850

0.150

2.700

0.300

1.265

1.250

0.015

1.500

0.500

1.000

14.025

構成比

49.9%

1.8%
1.4%

0.4%

28.6%
6.1%

1.1%

19.3%
2。1%

9.0%

8.9%
0.1%

10.7%

3.6%
7.1%

100%

出典:「取調上申書」「採炭受負受払明細表」「営業経費支出予算調書」
冒

M24。9.大 ノ浦 炭坑 鉄 道 利用 試算(1万 斤 当た り) 単位:円

輸送費(若松 陸運併用)
上船運賃
植木石炭陸揚荷車積込賃
若松汽車運賃
若松荷車卸船積込賃

上船運賃

運送費門司陸運併用

植木石炭陸揚荷車積込賃
門司汽車運賃
門司荷卸置場運送賃

2.840

0.800

0.300

1.440

0.300

3.460

0.800

0.300

2.160

0.200

出典:「 取調 上 申書 」

M24.6.大 ノ浦菅 牟 田両坑 収 支試 算(1万 斤 当た り) 単位:円

収
入

支

出

収 支 項 目

両坑炭平均炭価

合 計
採炭費器 械費 一切

坑月若松隣運賃
若松門司間運賃
問屋 口銭
坑所仕繰準備金
合 計

M24.6.塊 炭 門 司 渡

18円00銭

18円00銭
7円00銭

4円00銭
2円15銭

20銭

1円00銭

14円35銭

構成比

48.8%

27.9%
15.0%

1.4%

6.9%

100%

M24.6.粉 炭 若 松渡

11円50銭

11円50銭
4円00銭

4円00銭

20銭

1円00銭

9円20銭

構成比

出典:辰 巳豊 吉 「貝 島太助 伝 」(写)

43.5%

43.5%

0%
2.2%

10.8%

10000
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銭
六
厘
を
支
払
い
、
差
し
引
き

一
五
三
円
六

一
銭
二
厘
が
受
負
人
利
益
と
な

っ
た
。

受
負
人
に
渡
す

「坑
所
請
負
金
」
七
円
、
坑
主
外
六
名

の
月
給
や
設
備
投
資
金
な
ど

負
人
が
使
役
す
る
事
務
員

・
雇
員
の
月
給
、
以
上

の

「採
掘
費
」
三
四

一
七
円
六
二

た
り
で
計
算
す
る
と
、
表
3
の
よ
う
に
な
る
。
支
出
は
、
坑
所
で
の
採
掘
費
と
し
て

賃
な
ど
坑
内
外
の
労
賃
、
火
薬
代

・
材
木
代

・
器
械
費
な
ど
の
材
料
消
耗
品
費
、
受

一
方
、
明
治
二
四
年
八
月
予
算
書
で
坑
主
側
の
収
支
を
大
ノ
浦
三
尺
塊
炭

一
万
斤
当

販売費



の

「大

ノ
浦
石
炭
礦
事
務
所
経
費
」

一
円
五
〇
銭
、
積
場
か
ら
門
司
ま
で
の

「輸
送

費
」
五
円
二
六
銭
五
厘
、
そ
れ
に

「販
売
費
」

二
六
銭
、
以
上
合
計

一
四
円
〇
二
銭

五
厘
と
な
る
。
当
時
大
ノ
浦
三
尺
塊
炭

一
万
斤
当
た
り
の
門
司
送
り
平
均
相
場
は

一

八
円
三
〇
銭

で
あ
る
か
ら
、
差
し
引
き
四
円
二
七
銭
五
厘
が
残
金
と
な
る
。
こ
の
計

算
は
、
二
ヶ
月
前
の
貝
島
側
の
収
支
試
算
と
も

ほ
ぼ

一
致
す
る
。
同
時
に
三
井
物
産

で
は
鉄
道
輸
送
に
切
り
替
え
た
場
合
の
試
算
も
行

っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
門
司

ま
で
の

「輸
送
費
」
が

一
万
斤
当
た
り
三
円
四
六
銭
と
な
り
、
水
運
の
み
の
場
合
に

比
べ
て

一
円
八
〇
銭
五
厘

の
コ
ス
ト

・
ダ
ウ
ン
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
貝
島
炭
坑
と
い
う
企
業
体
は
、

い
く
つ
か
の
所
有
炭
坑
の
採
掘
営

業
を
坑
業
受
負
人
に
委
ね
、
そ
の
採
掘
炭

の
買
取
価
格
を

一
定
に
抑
え
る
こ
と
で
収

益
を
確
保
す
る
と
い
う
経
営
方
法
を
確
立
し
た
。

そ
し
て
、
当
時
の
調
査
に
よ
る
と
、

こ
の
方
法
に
よ
る
収
利
は
充
分
に
可
能
で
あ

っ
た
。

一
方
、
坑
業
受
負
人
は
、
任
さ

れ
た
炭
坑
を
自
分
の

「持
ち
山
」

の
よ
う
に
自
身

の
裁
量
で
営
む
こ
と
が
で
き
た
。

こ
の
方
式
は
、
明
治
三
十
年
代
に
な

っ
て
も
続
け
ら
れ
、
貝
島
炭
坑
の
経
営
上
の
特

質

の

一
つ
に
な

っ
た
。
な
お
、
坑
夫
に
日
用
品
を
販
売
す
る
売
勘
場
も
坑
業
受
負
人

に
任
さ
れ
て
お
り
、
現
金
代
わ
り
に
使
用
さ
れ
る
切
符
は
大
ノ
浦
石
炭
礦

事
務
所
が

五
%
の
手
数
料
引
き
で
回
収
し
た
。

(三
)
輸
送

・
販
売
業
務

の
委
託

①
輸
送
業
務

の
委
託

石
炭
の
採
掘

・
運
搬
が
坑
業
受
負
人
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
あ
る

意
味
で
そ
れ
以
上
に
困
難
な
川
舟
輸
送
と
販
売
は
坑
主
の
管
理
の
も
と
に
置
か
れ
て

い
た
。
坑
所
か
ら
犬
鳴
川
岸
ま
で
は

一
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
余
り
の
簡
易
車
道
が
布
設
さ

れ
、
坑
業
受
負
人
は
こ
れ
を
利
用
し
て
積
場
ま
で

の
運
搬
を
負
担
す
る
が
、
そ
れ
以

後
の
川
船
輸
送
に
は
関
わ
ら
な
い
。
大

ノ
浦
石
炭
礦
事
務
所
直
属
の
川
勘
場
事
務
所

の
管
理
の
も
と
で
約
五
千
斤
積
み
の
上
舟
が
犬
鳴
川
で
の
輸
送
を
担
当
し
た
。
そ
の

数

一
二
二
艘

の
う
ち
九
二
艘
が
炭
坑
の
所
有
船
、
他
.は
約
定
雇
入
の
も
の
で
あ

っ
た
。

途
中
の
植
木
村

で
遠
賀
川
本
流
と
合
流
す
る
た
め
、
こ
こ
で
約

一
万
斤
積
み
の
川
?

に
積
み
替
え
て
若
松
港
ま
で
輸
送
す
る
。
遠
賀
川
本
流
を
運
航
す
る
川
?

は
、
前
金

一
二
〇
〇
円
の
前
貸
し
を
運
賃
で
清
算
す
る
約
定
船
で
あ

っ
た
。
川
船
輸
送
は
坑
主

の
管
理
下
に
置
か
れ
た
も
の
の
、
輸
送
手
段
で
あ
る
川
船
は
所
有
船
が
少
な
く
直
営

化
に
は
ほ
ど
遠

い
状
況
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
明
治
二
四
年
九
月
に
筑
豊
興
業
鉄
道

が
開
通
し
て
輸
送

の
便
が
向
上
し
、
輸
送

コ
ス
ト
の
低
減
も
実
現
す
る
と
、
直
営
化

そ
の
も
の
の
必
要
性
が
な
く
な

っ
た
。
と

い
う
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
石
炭
輸
送
の
比

重

の
大
き
さ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
を

一
生
産
者
が
直
営
化
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
別
の
輸
送
業
者
に
託
す
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
。

②
販
売
業
務
の
委
託

「上
申
書
」
は
、
大

ノ
浦

・
菅
牟
田
両
坑

の
石
炭
販
売
に

つ
い
て
も
、
次
の
よ
う

に
記
録
し
て
い
る
。
「若
松
港

ニ
テ
同
炭
取
扱
方

ハ
元
ト
相
部
藤
右

工
門
氏

二
依
托
シ

ア
リ
シ
モ
同
氏
取
扱
上
不
親
切
ノ
廉
ア
リ
、
依
テ
更

二
大
ノ
浦
菅
牟
田
両
坑
事
務
所

ヲ
置
キ
販
売
其
他
諸
般

ノ
事
務
ヲ
整
理
ス
、
然

レ
ト
モ
年
来
情
誼

二
依
リ
問
屋
口
銭

ハ
依
然
同
氏

二
対
シ
壱
万
斤

二
付
金
弐
拾
銭
ノ
手
数
料
ヲ
支
払

エ
リ
、
事
務
所

ハ
若

松
港
ノ
海
岸
相
部
藤
右

工
門
氏
ノ
宅
ヲ
借
受
ケ
事
務
員
六
名
ヲ
置
キ
販
売
其
他
ノ
業

ヲ
経
営

ス
」
。
こ
の
若
松
同
炭
販
売
事
務
所
事
務
員
六
名

の
筆
頭
は
桑
野
機
三
郎
で

あ
る
。
彼
は
、
「貝
島
太
助
伝
」
に
よ
る
と
、
売
薬
営
業
で
身
に
つ
け
た
文
字
書
き

・

帳
簿
付
け

・
金
銭
出
納

の
経
験
を
見
込
ま
れ
て
石
炭
販
売

・
金
融
面
を
任
さ
れ
た
と

い
う
。

一
方
、
販
売
委
託
相
手
の
相
部
藤
右
衛
門
は

「貝
島
太
助
伝
」
に
も
登
場
す
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る
若
松
港
の
石
炭
商
で
あ
る
。
彼
に
委
託
販
売
手
数
料
二
〇
銭
を
支
払
い
、
そ
の
店

舗
に
桑
野
機
三
郎
ら
が
常
駐
す
る
と
い
う

こ
と

は
、
相
部
と
共
同
で
販
売
に
関
わ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
相
部

の
暖
簾

の
も
と
で
販
売
す
る
こ
と
で
販
路

の

確
保
や
代
金
の
回
収
、
漕
船

の
便
益
な
ど
を
得

る

一
方
、
採
掘
炭

の
販
売
振
り
を
も

監
視
す
る
ね
ら
い
が
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
創
業
期

の
貝
島
炭
坑
に
と

っ
て
は
、
そ

こ
ま
で
し
か
で
き
な
い
の
が
当
時
の
市
場
段
階

で
あ
り
、
販
路
の
開
拓
や
販
売
代
金

の
回
収
な
ど
が
い
か
に
困
難
な
も
の
で
あ

っ
た

か
を
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

い

ず
れ
に
し
て
も
、
若
松
港

の
石
炭
商

の
手
を
借

り
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
間
接
的
に
で

は
あ
る
が

一
定
の
需
要
者
と
販
売
約
定
を
結
ぶ

こ
と
が
で
き
た
。
「本
坑
出
炭
ノ
惣
量

ハ
是
迄
塊
炭

ノ
分

ハ
重

モ
ニ
約
定

ニ
テ
先
方

ハ
郵
船
会
社
重

モ
ニ
之
レ
ヲ
引
受
ケ
昨

年
末
和
英
組

エ
新
約
定
セ
リ
、
乍
併
本
年
度
塊
炭
ノ
分

ハ
不
残
郵
船
会
社
ノ
約
定

二

帰
シ
他

へ
売
却
ナ
シ
、
粉
炭

ハ
若
松
港

ニ
テ
時
価
ヲ
以
テ

コ
ー
ク
ス
会
社
其
他
塩
浜

等

へ
売
却
セ
リ
、
粉
炭

ハ
三
池
炭

ノ
如
ク
望
人
多
ク
不
絶
品
不
足
ヲ
訴

エ
タ
リ
」。

こ
の
よ
う
に
、
塊
炭
は
す
べ
て
日
本
郵
船
会
社

へ
汽
船
の
燃
料
炭
と
し
て
販
売
し
、

粉
炭
は
若
松
港
に
お
い
て

コ
ー
ク
ス
製
造
所
や
製
塩
業
者
な
ど

へ
の
原
料
炭

・
燃
料

炭
供
給
と
し
て
販
売
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
な

お
、
こ
の
販
売
約
定
に
は
特
別
な
金

融
制
度
が
伴

っ
た
。
こ
の
う
ち
郵
船
会
社

へ
の
大

口
販
売
に
は
、
需
要
者
か
ら
の
代

金
の
前
渡
し
が
行
わ
れ
て
い
た
。
「郵
船
会
社
約
定
炭

ハ
一
定
ノ
価
格
ナ
ク
豊
前
起
行

炭
及
筑
前
藤
棚
炭
価
格
ヲ
標
準
ト
シ
同
炭
ノ
相

場
ヲ
以
テ
高
下
ス
ル
ノ
約
ナ
リ
、
是

迄
該
社
ノ
約
定

ハ
坑
主
金
融
必
迫

〔逼
迫
〕
ノ
為
メ
五
千
円
宛
前
借
ス
ル
廉
ヲ
以
テ

壱
万
斤

二
付
金
五
拾
銭
引
下
ケ
其
外
前
借

ノ
分

ハ
多
少
割
引
ヲ
ナ
シ
居
レ
リ
」
。
ま

た
、
小
口
販
売
に
お
い
て
も
、
代
金
回
収
の
保

証
金
と
い
う
意
味
を
含
ん
だ
石
炭
商

か
ら
の
前
渡
し
金
が
存
在
し
た
は
ず

で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
前
に
見
た
坑
業

受
負
人

へ
の
採
掘
費
渡
し
は
、
こ
こ
か
ら
支
払

わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
坑
主
の
苦
し

い
資
金
繰
り
が
窺
わ
れ
る
。

三

鉱
業
権
喪
失
後
の
企
業
形
態

(
一
)
大

ノ
浦

・
菅
牟
田
両
坑
の
請
負
掘
り

①

鉱
業
権
の
喪
失

資
金
欠
乏
の
な
か
で
出
発
し
た
貝
島
炭
坑
は
、
「上
申
書
」
が
書
か
れ
た
明
治

二
四

年
八
月
頃
に
は
、
莫
大
な
借
金
を
抱
え
て
苦
し
ん
で
い
た
。
貝
島
は
、
明
治
政
府
の

第
二
の
鉱
区
拡
大
策
と
も
言
う
べ
き
撰
定
鉱
区
制
の
実
施
に
対
応
し
て
、
政
府
が
策

定
し
た
撰
定
枠
を
も
超
え
る
炭
層
全
体
に
鉱
区
を
拡
大
し
た
た
め
、
表
4
の
よ
う
に

多
数

の
地
主

・
商
人
な
ど
か
ら
七
万
円
を
超
え
る
巨
額
の
資
金
を
年
利
二
〇
%
前
後

と
い
う
高
率
の
利
子
で
調
達
し
て
い
た
。
こ
の
高
い
借
入
利
子
率
が
資
金
繰
り
を
困

難
な
も
の
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

へ
、
鉄
道
輸
送
が
開
始
さ
れ
る
の
を
契
機

に
し
て
、
大
資
本
が
両
坑
の
獲
得
に
乗
り
出
し
て
き
た
。
三
菱
は
最
も
優
望
な
菅
牟

田
炭
坑

の
買
収
に
触
手
を
の
ば
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
結
局
は
柏
木
勘
八
郎

・
井
上

馨
ラ
イ
ン
で
、
旧
負
債

の
肩
代
わ
り
と
し
て
毛
利
家
が
低
利
率
の
資
金
を
供
給
す
る

こ
と
に
決
ま
り
、
大

ノ
浦

・
菅
牟
田
両
坑
と
も
三
井
の
傘
下
に
入
る
こ
と
に
な

っ
た

(毛
利
公
爵
家
と
し
て
は

一
私
人
と
の
間
に
貸
借
関
係
を
結
ぶ

こ
と
を
憚
り
三
井
物

産
を
窓

口
と
し
て
貸
し
出
し
た
)
。
こ
の
と
き
、
貸
し
手
側
が
炭
坑
の
共
同
所
有
を

問
題
に
し
た
の
で
、
「栄
鉱
社
」
と
名
づ
け
た
株
式
類
似
の
会
社
を
解
散
し
、

一
切
の

鉱
区
と
機
械
設
備
を
貝
島
太
助

の
専
有
に
変
更
し
た
う
え
で
、
負
債
の
主
体
を
太
助

個
人
に
帰

一
し
た
。
史
料
2
の
二

つ
の
証
書
は
、
貝
島
太
助
が
他
の

「栄
鉱
社
」
社

員
六
名

の
持
株
を
買
収
し
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

っ
て
、
創
業
以

来

の
共
同
事
業
者
で
あ
る
組
合
員
の
多
く
が
炭
坑
の
所
有
者
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
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担保物件

菅牟田坑 々区券
地価5千 円地所
平垣村坑 区券

至急返済必要額
3,990円

3,300円

2,750円

1,000円

1,024円

4,702円50銭

1,427円40銭

2,214円50銭

2,088円

L311円20銭

1,670円50銭

5,000円

内13,600円

600円

1,437円50銭

26円

62円40銭

46,204円

元利合計金
3,990円

3,300円

2,750円

1,000円

1,024円

4,702円50銭

1,427円40銭

2,214円50銭

2,088円

L311円20銭

1,670円50銭

5,000円

21,600円

5,600円

13,937円50銭

1,326円

2,462円40銭

75,404円

未払利子
490円

300円

250円

0円

224円

202円50銭

257円40銭

64円50銭

288円

211円20銭

370円50銭

0円

3,600円

600円

1,437円50銭

26円

62円40銭

8,384円

表4旧 負 債 明細 表 明治24年8月現在

利子 ・報酬
月2銭
月2銭
月2銭

月1銭
月1銭
月1銭5厘

月2銭
月1銭5厘
月2銭

月1銭2厘
月1銭5厘

月2銭

月1銭5厘
月2銭3厘
月1銭

月1銭3厘

借入元金
3,500円

3,000円

2,500円

1,000円

800円

4,500円

1,170円

2,150円

1,800円

1,100円

1,300円

5,000円

18,000円

5,000円

12,500円

1,300円

2,400円

67,020円

債 権 者
草野 円治他1名
小倉 守長勝助
小倉 坂本治三郎

小倉 豊陽銀行
神戸 有田喜一郎
神戸 奥野代蔵

香月半七
久良知重敏
若松港小田繁吉外1名

直方町 清沢
直方町 櫨
坑業受負人
草野円治外3名

同 上
備 前下津井村中西七太郎
感 田村 香月新

博多 筑紫銀行
合計金額

出 典:三 井 文庫 物 産226

に
な

っ
た
。
太
助
は
毛
利
家

へ
の

返
済
義
務
を

一
身
に
背
負
う
こ
と

で
、
ひ
と
ま
ず
両
坑
に
対
す
る
所

有
権
を
独
占
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

史
料
2

栄
鉱
社
解
約
証

(写
)

明
治
十
八
年
十
月
中
福
岡
県

筑
前
国
鞍
手
郡
宮
田
村
大
字
上

大
隈
字
大
之
浦
炭
坑
開
坑
及
同

十
九
年
中
同
郡
香
井
田
村
大
字

鶴
田
字
菅
牟
田
炭
坑
開
坑
に
相

成
又
同
二
十
二
年
中
穂
波
郡
上

穂
波
村
大
字
長
尾
同
郡
桂
川
村

大
字
吉
隈
共
合
せ
て
四
箇
所
借

区
御
所
有
相
成
付
て
は
明
治
二

十
三
年
中
栄
鉱
社
と
号
し
金
五

万
円
の
株
券
を
造
設
せ
ら
れ
内

二
万
五
千
円
を
創
業
以
来
の
慰

労
と
し
て
相
当
に
分
与
相
成
候

処
都
合
に
よ
り
て
今
般
金
二
万

五
千
円
御
渡
に
付
正
に
受
取
候

上
は
社
号
を
廃
し
株
券
返
戻
仕

候
に
付
て
は
向
後
該
炭
坑
に
関

し
て
聊
か
関
係
無
之
儀
と
相
心
得
候
依
て
貴
殿
の
意
に
任
せ
御
処
置
相
成
候
共
毫

も
異
議
無
之
候
間
為
後
日
解
約
証
如
件

明
治
二
十
四
年
八
月
二
十
日

福
岡
県
鞍
手
郡
宮
田
村
大
字
上
大
隈
四
百
二
番
地
居
住

貝

島

太

助

殿

桑

野

機
三
郎

貝

島

六
太
郎

貝

島

嘉

蔵

原

田

勝
太
郎

園

田

覚

助

岡

藤

美
之
助

証

人

渡

辺

壮
兵
衛

金
預
り
証
券

(写
)

一
、
金
弐
万
五
千
円
也

但
し
無
利
息

右
之
金
額
正
に
預
り
申
候
処
確
実
也
、
然
る
上
は
返
納
之
儀
明
治
廿
七
年
十

二
月
三
十
日
迄
此
証
券
引
換
御
渡
可
申
候
為
後
日
金
預
り
証
券
如
件

明
治
廿
四
年
八
月
廿
日福

岡
県
筑
前
国
鞍
手
郡
宮
田
村
大
字
上
大
隈

預
り
主

貝

島

太

助

証

人

渡

辺

壮
兵
衛

桑

野

機
三
郎

殿

貝

島

六
太
郎

殿

貝

島

嘉

蔵

殿
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原

田

勝
太
郎

殿

園

田

覚

助

殿

岡

藤

美
之
助

殿

(辰
巳
豊
吉

「貝
島
太
助
伝
」
写
)

関
係
す
ら
た
た
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
得
る
だ
け
で
な
く
、
他
人
か
ら
債
務
を
負

う
こ
と
も
許
さ
れ
ず
、
他
人
か
ら
の
負
債
の
た
め
財
政
困
難
を
来
し
て
も
木
村
正
幹

に
対
し
て
借
金
を
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
拘
束
を
甘
ん
じ
て
受
け
ね
ば
な

ら
な

い
と
い
う
過
酷
な
も
の
で
あ

っ
た
。

こ
う
し
て
借
金
の
主
体
を
貝
島
太
助
個
人
に
限
定
し
た
う
え
で
、
翌
九
月
に
旧
負

債
七
万
五
四
〇
四
円

(山
所
受
負
金
未
払
分
五
〇
〇
〇
円
を
含
む
)

の
う
ち
返
済
を

急
ぐ
高
利
の
負
債
と
菅
牟
田
坑
区
を
押
さ
え
ら

れ
て
い
る
負
債

の
返
済
資
金
四
万
六

二
〇
四
円
を
借
用
し
た
。

こ
の
と
き
、
抵
当
権

設
定

の
意
味
を
込
め
て
大
ノ
浦
坑
区

の
借
区
名
義
人
に
三
井
物
産
副
社
長

の
木
村
正
幹
が
加
わ

っ
た
た
め
、
同
坑
は
貝
島

太
助
と
木
村
正
幹
の
共
同
所
有
と
な

っ
た
。
同
時
に
、
毛
利
家

へ
の
負
債
の
返
済
に

は
石
炭
販
売
代
金
を
押
さ
え
る
方
法
が
採
ら
れ
、
さ
ら
に
同
じ
返
済
方
法
で
三
井
物

産
か
ら
採
掘
資
金
の
前
渡
し
も
行
わ
れ
た
の
で
、
三
井
物
産
と

い
う
商
業
資
本
が
間

接
的
に
貝
島
炭
坑
を
支
配
す
る
形
が
で
き
た
。
実
際
、
石
炭
不
況
の
深
刻
化
に
伴

っ

て
負
債
の
返
済
が
現
実
に
困
難
と
な
り
、
さ
ら

に
翌
二
五
年
に
第
二
次
借
入
れ
を
お

こ
な
う
と
、
貝
島
太
助
所
有

の
す
べ
て
の
借
区
が
名
義
上
木
村
正
幹

の
専
有
と
な

っ

た
。

こ
れ
で
、
貝
島
太
助
ま
で
も
が
借
区
の
所
有
者
か
ら
排
除
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

太
助
は
、
明
治
三
〇
年
五
月
ま
で
の
買
戻
権
を
留
保
し
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
ま
で

は
、
す
べ
て
の
借
区
に
お
け
る
炭
坑
の
鉱
業
権

・
経
営
権

・
販
売
権
を
失
な

っ
て
し

ま

っ
た
。

こ
の
鉱
区
の
名
義
替
え
に
伴
い
、
太
助
は
木
村
正
幹
と
の
間
に
史
料
3
の
契
約
証

書
を
取
り
交
わ
し
て
い
る
。
そ
の
要
旨
は
、
太
助
は
木
村
正
幹
の

「使
用
人
」
と
し

て
、
そ
の
指
揮
監
督
の
も
と
に
大
ノ
浦

・
菅
牟

田
両
坑

の
採
掘
事
業
を
続
け
て
い
く

が
、
使
用
人
で
あ
る
以
上
不
都
合
が
あ

っ
た
と
き
は
直
ち
に
解
雇
さ
れ
て
事
業
と
の

史
料
3

(契
約
証
書
写
)

木
村
正
幹
は
貝
島
太
助
よ
り
譲
受
け
た
る
石
炭
礦

業
を
営
む
た
め
太
助
を

己
に
雇
入
れ
、
礦
業

事
務
に
従
事
せ
し
む
べ
し

太
助
は
礦
業

上
正
実
に
事
に
従

い
且

つ
礦
業
其
他
共
総
て
木
村
正
幹

又
は

其
代
人
の
指
揮
に
従
ふ
べ
し

正
幹
は
太
助
に
於

て
不
都
合
の
所
為
あ
る
時
は
直
に
之
を
解
雇
し
得
る
も

の
に
し
て
此
場
合
太
助
に
於
て
毫
も
異
議
な
き
も
の
と
す

公
爵
家
に
対
す
る

一
切
の
債
務
は
太
助
の
負
担
た
る
こ
と
勿
論
に

つ
き
、

他
日
如
何
な
る
事
情
を
生
ず
る
と
も
他
人
よ
り
負
債
の
た
め
財
政
上

の
困
難

あ
る
も
、
以
後
正
幹
に
対
し
借
金
の
請
求
を
為
さ
ざ
る
こ
と
を
堅
く
誓

ひ
た

る
も
の
と
す

太
助
は
礦

区
の
礦
戻
等
を
な
さ
ざ
る
問
は
如
何
な
る
事
情
あ
る
も
該
礦
業

に
直
接
間
接
と
も
関
係
を
来
た
す
が
如
き
取
計
を
為
し
、
他
人
よ
り
金
銭
物

件

の
負
債
若
く
は
金
穀
物
件
に
関
り
他
人
の
た
め
保
証
義
務
を
負
担
す
る
が

如
き
契
約
を
な
さ
ゴ
る
も
の
と
す

正
幹
は
太
助
が
万

一
前
項
に
違
背
し
た
る
と
き
は
何
時
に
て
も
太
助
を
解

雇
す
る
こ
と
を
得

保
証
人
柏
木
勘
八
郎
及
び
貝
島
六
太
郎
は
太
助
を
し
て
前
記
の
契
約
を
履

㎜
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行
せ
し
む
べ
し

(辰
巳
豊
吉

「貝
島
太
助
伝
」
写
)

②

採
掘
請
負
業

へ
の
後
退

彼
の
毛
利
家
に
対
す
る
負
債
額
は
、
実
質
的

に
は
菅
牟
田
鉱
区
の
価
値
に
は
相
当

す
る
も

の
で
は
あ

っ
た
が
、
そ
の
他
の
土
地

・
建
物

・
機
械
設
備
な
ど
の
価
値
に
ま

で
は
及
ぶ
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
に
附
属
す
る
土
地

・
建

物

・
機
械
設
備
や
他

の
鉱
区
ま
で
要
求
し
た
と

い
う
こ
と
は
、
貸
し
手
側
が
借
り
手

側
の
困
難
に
乗
じ
て
負
債
相
当
額
以
上

の
担
保

を
確
保
し
た
こ
と
に
な
る
。
も
し
、

太
助
が
明
治
三
〇
年
五
月
ま
で
に
こ
の
負
債
を

返
済
で
き
な
け
れ
ば
、
貸
し
手
側
は

大
ノ
浦

・
菅
牟
田
両
坑
を
は
じ
め

一
切
の
炭
坑

を
手
に
入
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
逆
に
、
太
助
が
菅
牟
田
鉱
区
相
当
額

の
借
金
を
返
済
す

れ
ば
、
す
べ
て
の
炭
坑
全
体
を
彼
が
専
有
で
き

る
チ
ャ
ン
ス
で
も
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、

太
助
は
返
済
の
リ

ス
ク
を

一
身
に
背
負
う
こ
と
で
、
両
坑
に
対
す
る
所
有
権
を

一
手

に
掌
握
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
幸
い
に
も
、
明
治
二
六
年
か
ら
炭

価
が
上
昇
に
転
じ
、
炭
坑
業
界
は
空
前
の
好
景
気
に
沸
い
た
。
こ
の
好
況
は
日
清
戦

争
後
ま
で
続
い
て
、
大

ノ
浦

・
菅
牟
田
両
坑
の

「請
負
掘
り
」
に
も

一
定
の
収
益
を

も
た
ら
し
た
。
し
か
し
、
今
こ
こ
で
、
こ
の
好

況
が
両
坑
の

「請
負
堀
り
」
に
ど
の

程
度
の
収
益
を
も
た
ら
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
前

述
し
た
両
坑
の
収
支
計
算
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

こ
の
請
負
人
利
得
は
三
井
物
産

へ

の
石
炭
引
渡
価
格
以
下
に
ど
の
程
度
ま
で
実
際

の
採
掘

コ
ス
ト
を
抑
え
ら
れ
る
か
に

か
か
っ
て
い
る
。
ま
た
、
三
井
物
産

へ
の
利
払

い
や
委
託
販
売
手
数
料
負
担
は
と
も

か
く
と
し
て
も
、
三
井
物
産
が
市
場
で
販
売
す

る
貝
島
炭
の
実
際

の
販
売
代
金
と
引

渡
価
格
と
の
差
も
重
要
で
あ

っ
た
こ
と
を
指
摘

し
て
お
き
た
い
。
三
井
物
産
か
ら
貝

島

へ
支
払
わ
れ
る
引
渡
価
格
が
不
当
に
低
け
れ
ば
、
物
産
側
は
生
産
過
程
に
ま
で
食

い
込
ん
だ

「販
売
利
益
」
を
得
る
こ
と
が
で
き
、
逆
に
貝
島
側
は
実
際
の

「山
元
原

価
」
さ
え
割
り
込
む
損
失
を
計
上
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
引
渡
価
格

(請
負
金
)
に

つ
い
て
は
両
者
間
に
明
確
な
規
定
が
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
不

況
期
に
引
き
下
げ
ら
れ
て
収
支
が
償
わ
な
く
な
る
と
、
原
田
勝
太
郎
と
三
井
物
産
馬

関
出
張
店
服
部
種
次
郎
と
の
交
渉
で
引
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
あ

っ
た
と
い
う
。
し

た
が

っ
て
、
そ
の
額
の
決
定
は
、
両
者

の
現
実
の
力
関
係
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
見

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の

「引
渡
価
格
」
決
定

の
問
題
こ
そ
が
、
後

々
ま

で
も
両
者
間
に
く
す
ぶ
り
続
け
る
紛
争

の
火
種
と
な

っ
た
。

(二
)
補
完
炭
坑
の
経
営
と
国
内
販
売

①
植
木
炭
坑
の
共
同
買
収

鉱
業
権

の
喪
失
後
、
日
清
戦
争
の
好
況
に
遭
遇
し
た
貝
島
太
助
は
、
大
ノ
浦

・
菅

牟
田
両
坑

の

「請
負
堀
り
」
に
全
力
を
傾
け
た
。
明
治
二
七
年
六
月
以
降
、
菅
牟
田

炭
坑
に
滞
在
し
て
自
ら
陣
頭
指
揮
に
当
た

っ
た
。
こ
の
時
期
の
両
坑

の
組
織
は
明
ら

か
で
は
な

い
が
、
太
助
は
単
な
る
採
掘
請
負
人
と
し
て
、
採
掘
事
業
に

つ
い
て
は
毛

利
家
所
有

の
田
川
郡
金
田
炭
坑
技
師
山
縣
宗

一
の
指
揮
監
督
を
受
け
、
販
売
に

つ
い

て
は
三
井
物
産
馬
関
出
張
店
服
部
種
次
郎
に
全
権
を
握
ら
れ
て
い
た
。
太
助
は
両
坑

炭

の
買
上
価
格

の
交
渉
が
で
き
る
の
み
で
、
以
後

の
こ
と
は
全
く
関
与

で
き
な
く

な

っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
間
、
貝
島
は
毛
利
家
や
三
井
に
は
憚
ら
れ
る
こ
と
で
は

あ

っ
た
が
、
遠
賀
川
下
流

の
鞍
手
郡
植
木
村
で
瑞
穂
炭
坑
を
共
同
経
営
し
て
い
る
。

こ
の
い
わ
ば
補
完
炭
坑
を
様

々
な
形
で
同
時
に
経
営
す
る
こ
と
が
貝
島
経
営

の
も
う

一
つ
の
特
質
で
あ

っ
た
。

こ
の
瑞
穂
炭
坑
は
、
明
治
二
六
年
七
月
に
事
業
休
止
中
で
あ

っ
た
植
木
炭
坑
鉱
区

一13一



四
万
余
坪
を
、
そ
の
機
械
設
備
と
と
も
に
香
月
村
大
字
馬
場
山
帆
足
義
方

・
福
岡
橋

口
町
中
尾
卯
兵
衛

・
博
多
中
間
町
下
沢
善
四
郎

・
博
多
土
居
町
磯
野
七
平
か
ら
八
千

円
で
買
収
し
た
も
の
で
あ
る
。
買
収
時
点
で
は
数
名
の
博
多
商
人
が
鉱
区
所
有
者
に

加
わ

っ
て
い
る
も
の
の
、
同
坑
は
、
か

つ
て
貝
島
が
帆
足
義
方
に
紹
介
し
、
帆
足
義

方
が
明
治

一
六
年
五
月
に
借
区
許
可
さ
れ
た
石
山
谷
借
区
を
基
礎
に
、
明
治
二

一
年

三
月
開
坑
し
た
実
弟

の
斯
波
義
兼
名
義
の
植
木

斯
波
炭
坑
で
あ

っ
た
。
そ
れ
が

一
〇

年
後
に
貝
島
自
身
の
手
に
落
ち
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
貝
島
は
毛
利
家
や
三
井

と
の
約
束
か
ら
事
実
上
他
の
炭
坑
を
所
有
で
き
な
い
こ
と
に
な

っ
て
い
た
た
め
、
表

面
上
は
貝
島
炭
坑
で
財
務
を
担
当
し
て
い
た
渡
辺
壮
兵
衛

(吉
柳
壮
平
)

の
名
義
に

し
た
が
、
実
質
は
行
橋
町
の
商
人
柏
木
勘
八
郎

を
加
え
た
三
者

の
共
同
所
有

・
共
同

経
営
で
あ

っ
た
。

こ
の
三
者
間
で
明
治
二
六
年

一
二
月
に
作
成

し
た

「植
木
石
炭
坑
約
定
書
」
の
写

し
が

「貝
島
七
十
年
誌
資
料
」
の
な
か
に
残
っ
て
い
る
。

史
料
4

植
木
石
炭
坑
約
定
書

(写
)

今
回
柏
木
勘
八
郎
、
渡
辺
壮
兵
衛
、
貝
島
太
助
ノ
三
名
植
木
炭
坑
二
於
テ
石
炭

採
掘
ノ
営
業
ヲ
ナ
ス
ニ
付
三
名
ノ
問
二
約
定
ス
ル
条
々
左
ノ
如
シ

第
壱
条

柏
木
勘
人
郎
、
渡
辺
壮
兵
衛
ハ
貝
島
太
助
ノ
奨
導

二
依
リ
三
名
合
意
ノ

上
福
岡
県
鞍
手
郡
植
木
村
字
東
堤
田
外
参
字
石
炭
坑
区
四
萬
四
千
五
百
七
拾
五

坪
ヲ
福
岡
市
磯
野
七
平
中
尾
卯
兵
衛
等
ヨ
リ
旧
坑
諸
機
械
据
付
ノ
儘
買
取
石
炭

採
掘
販
売
ノ
営
業
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト
ス

第
弐
条

本
炭
坑
石
炭
採
掘
特
許
証
第

号
都
合
二
依
リ
渡
辺
壮
兵
衛
ノ
名
面

二
表
面
上
致
シ
ア
ル
モ
実
際
柏
木
勘
八
郎
渡
辺
壮
兵
衛
貝
島
太
助
三
名
ノ
共
有

坑
区
タ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
三
条

本
炭
坑
買
入
及
営
業
費
ト
シ
テ
借
入
タ
ル
資
金

ハ
別

二
定
ム
ル
定
約
書

二
基
キ
年
賦
ヲ
以
テ
夫

々
債
権
者

へ
将
来
営
業
中
総
益
金
ノ
内

ヨ
リ
順
次
消
却

ス
ル
モ
ノ
ト
ス

第
四
条

貝
島
太
助

二
於
テ
本

石
炭
坑
営
業
利
益
ノ
保
証
ヲ
ナ
セ
シ
ニ
依
リ
柏

木
勘
八
郎
坑
区
買
入
及
営
業
資
金
借
入
ノ
労
ヲ
取
リ
渡
辺
壮
兵
衛
債
務
者
ト
ナ

リ
土
ハ
々
営
業

二
着
手
ス
ル
モ
本
坑

二
係

ル
現
今
借
入
ノ
資
本
其
他
将
来

一
切
ノ

債
務
若
シ
利
益
金

ニ
テ
消
却
ヲ
為
シ
能

ハ
サ
ル
場
合

ハ
悉
皆
貝
島
太
助

二
於
テ

残
金
ノ
弁
済
ヲ
負
担
シ
且
ツ
天
災
時
変

ヨ
リ
生
ス
ル
損
失
モ
両
名

ハ
其
責

二
任

セ
サ
ル
モ
ノ
ト
ス

第
五
条

本
炭
坑
営
業
上
ノ
事

ハ
三
名
協
議

ノ
上
施
行

ス
ル
ハ
勿
論
ナ
レ
共
採
掘

上
ノ
事

ハ

一
切
貝
島
太
助
担
任
シ
庶
務
会
計
ノ
事

ハ
渡
辺
壮
兵
衛
之
レ
ニ
任
シ

柏
木
勘
八
郎

ハ
少
ナ
ク
共
毎
月

一
回
出
坑
諸
般
ノ
相
談

二
預
リ

一
同
協
議
ノ
上

事
務

ヲ
処
理
ス
ル
モ
ノ
ト

ス

第
六
条

石
炭
販
売

ハ
三
名
熟
議
ノ
上
販
売
地
、
確
実
ナ
ル
問
屋
ヲ
撰
定
依
択
シ

金
銭
取
締
ノ
為
メ
坑
処

ヨ
リ
壱
名
出
張
セ
シ
メ

一
切
ノ
事
ヲ
監
督
セ
シ
ム
ル
モ

ノ
ト
ス

第
七
条

渡
辺
壮
兵
衛

ハ
毎
月
二
回

(十
五
日
三
十
日
)
石
炭
及
金
銭
出
納
ノ
精
査

ヲ
ナ
シ
柏
木
勘
八
郎
貝
島
太
助
ノ
両
名

二
計
算
報
告
ヲ
ナ
ス
モ
ノ
ト

ス

第
八
条

本
炭
坑
営
業
総
勘
定

ハ
毎
年
三
月
六
月
九
月
十
二
月
ノ
末
日
ヲ
以
テ
精

算

シ

一
切
ノ
経
費

ヲ
引
去
リ
其
残
額
ヲ
純
益
ト
シ
是

ヨ
リ
年
賦
金
ヲ
消
却
シ
残

額
ヲ
第
九
条

二
定
ム
ル
割
合

二
応
シ
配
当

ス
、
若
シ
損
失
ア
リ
タ

ル
ト
キ

ハ
第

四
条

ノ
規
定

二
従
フ
モ
ノ
ト
ス

第
九
条

利
益
金
分
配

ハ
純
益
金
高
ヲ
柏
木
勘
八
郎
十
分
ノ
四
渡
辺
壮
兵
衛
拾

一
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分
ノ

一
貝
島
太
助
十
分
ノ
五
ノ
割
合
ヲ
以
テ
配
当

ス
ル
モ
ノ
ト

ス

第
十
条

本
炭
坑
営
業
終

了
ノ
後

ハ
諸
機
械
諸
建
物
家
屋
物
品
其
他

一
切
ノ
共

有
財
産

ハ
第
九
条
ノ
割
合

二
依
リ
分
配

ス
ル
モ
ノ
ト

ス

本
約
定
書

ハ
当
事
者
ノ
間

二
於
テ
堅
ク
遵
守

ス
ヘ
キ
事

ヲ
誓

ヒ
菰

二
自
記
名
印

シ
正
本
三
通
ヲ
製

シ
各
自
壱
通
宛
所
持
ス

福
岡
県
豊
前
國
京
都
郡
行
橋
町

明
治
廿
六
年
十
二
月

柏

木

勘
人
郎

(印
)

同
県

筑
前
國
鞍
手
郡
宮
田
村

渡

辺

壮
兵
衛

(印
)

同
県

同
國

同
郡

鶴
田
村

貝

島

太

助

(印
)

(
「貝
島
七
十
年
誌
資
料
」)

以
上
、
十
ヶ
条
に
わ
た

っ
て
三
者
間
の
権
利

・
義
務
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
条
文
か
ら
、
植
木
炭
坑
は
貝
島
の
強
い
利
益
保

証
の
も
と
に
共
同

経
営
を
開
始
し

た
こ
と
、
し
た
が

っ
て
年
賦
返
済
後
に
利
益
が
あ

れ
ば
貝
島
が
五
割

の
分
配
を
得
る

が
、
逆
に
損
失
を
残
せ
ば
貝
島
が
す
べ
て
を
弁
償
す
る
と
い
う
、
貝
島
に
と

っ
て
損

失
を
出
し
た
時

の
責
任
が
極
め
て
重
い
内
容

の
も
の
で
あ

っ
た
。
貝
島
は
、
毛
利

家

・
三
井
物
産
の
請
負
人
の
地
位
に
転
落
し
な
が
ら
も
、
炭
況
の
好
転
と
鉄
道
整
備

の
機
会
を
捉
え
て
、

一
つ
の
賭
け
に
出
た
と
言
え
な
く
も
な
い
。

②

瑞
穂
炭
坑
の
創
業

明
治
二
七
年
二
月
、
植
木
炭
坑
は
瑞
穂
炭
坑
と
改
称
し
て
採
掘
を
開
始
す
る
。
鉱

業
代
理
人

(坑
長
)
に
は
植
木
村
出
身
の
園
田
覚
助
、
支
配
人
に
は
貝
島
嘉
蔵
が
選

ば

れ
た
。
彼

ら
は

山
元

(生
産

現

場
)
で
実
際
に
鉱
業
を
運
営
す
る
請

負
人
に
相
当
す
る
。
瑞
穂
炭
坑

の
坑

主
の

一
人
で
鉱
業
権
者

で
も
あ
る
渡

辺
壮
兵
衛
は
財
務
を
担
当
し
た
。
同

坑
の
概
況
を

「勧
業
年
報
」
に
見
る

と
、
二
七
年
中
同
坑

の
出
炭
高
は
塊

粉
合
計
四
九
〇
〇
万
斤
、
・年
末
現
在

坑
夫
数
四
二
二
人
、
営
業
日
数
三
二

二
日
で
あ

っ
た
。
二
八
年
中
は
七
九

五
三
万
斤
で
、
大
ノ
浦
坑

の
三
分
の

二
程
度
の
出
炭
規
模
で
あ
る
。
し
か

し
、
坑
夫

一
人
当
た
り
の
採
掘
高
を

比
較
す
る
と
瑞
穂
炭
坑

の
方
が
圧
倒

的
に
高
い
。
ま
た
瑞
穂
炭
坑
は
、
坑

口
か
ら
筑
豊
興
業
鉄
道
植
木
駅
ま
で

の
距
離
が
僅
か
七
〇
〇
メ
ー
ト

ル
、

同
駅
か
ら
若
松
ま
で
一
三

哩

一
五
鎖

(
一
噸

一
哩
の
運
賃
二
銭
)

で
、
大

ノ
浦
坑
よ
り
も
運
搬
距
離
が
短
く
、

し
か
も

一
〇
〇
%
鉄
道
輸
送
を
利
用

で
き
る
地
の
利
が
あ

っ
た
。
営
業
収

支

面
で
は
植
木
か
ら

の
下
船

(川

艦
)
輸
送
費
は

一
万
斤
三
円
か
か
る

単位:ト ン表5創 業期 貝島各坑出炭高

満ノ浦炭坑

29,479

57,767

瑞穂炭坑

19,971

45,677

11,233

菅牟田炭坑

1,131

5,655

22,467

24,006

(不 明)

38,534

67,560

78,882

73,055

75,684

「福岡県勧業年報」

大ノ浦炭坑

19,389

24,533

28,590

32,418

35,583

(不 明)

27,554

48,208

72,536

80,475

84,004

C/B

%

4.7

4.7

5.1

5.6

6.5

4.1

5.4

7.9

9.2

8.3

8.0

C/A

%

1.1

1.3

1.4
2.1

1.9

1.3

2.0

3.2

4.1

3.9

4,2

貝島送炭高(C)

19,389

25,664

34,245
54,885

59,589

42,436

66,088

135,739

197,095

194,242

217,455

筑豊送炭高(B)

236,000

309,899

410,082

551,627

669,956

987,591

920,411

1,039,777

1,234,078

1,710,887
2,136,616

2,342,562

2,726,342

全国出炭高(A)

1,293,678

1,374,209

1,756,296

2,022,968

2,388,614

2,628,284

3,175,844

3,175,670

3,319,601

4,268,135

4,772,654

5,019,690

5,207,562

明治18年

19年

20年

21年

22年

23年

24年

25年

26年

27年

28年

29年

30年

出 典:「 筑豊 石 炭 鉱 業会 五 十年 史」 「筑 豊 五 郡石 炭 鉱 区 一覧 表 」 「日本 鉱 業会 誌 」

「三井 文庫 物産226」 「貝島太 助伝 」(写)貝 島七 十年誌 資 料」

一15一



が
、
鉄
道
運
賃
な
ら
ば

二
円
〇
五
銭

で
あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
瑞
穂
炭
坑
は
大

ノ

浦

・
菅
牟
田
両
坑
よ
り
も
営
業
上
は
有
利
で
あ

っ
た
。

③

国
内
販
売
の
状
況

日
清
戦
争
に
伴
う
炭
況
の
活
発
化
に
よ
り
、

石
炭

の
海
外
輸
出
は
拡
大
し
た
と
言

わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
大

ノ
浦

・
菅
牟

田
両
坑

の
石
炭
は
三
井
物
産

へ
の
委
託
販

売

で
や
や
海
外
市
場
向
け
に
販
売
さ
れ
て
い
た

と
し
て
も
、
瑞
穂
炭
坑
の
石
炭
に

つ

い
て
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
三
井
物
産
委
託
販
売
の
対
象
外

で
あ

っ
た
。
瑞
穂
炭

坑

の
採
掘
炭
は
筑
豊
興
業
鉄
道
に
よ

っ
て
若
松

へ
送
ら
れ
、
そ
こ
で
多
数
の
問
屋

へ

地
売
り
さ
れ
、

一
部
は
大
阪

へ
送
ら
れ
た
。
そ

の
販
売
状
況
は
、
清
算
会
社
貝
島
炭

礦(株
)
に
残

っ
て
い
た

「会
計
帳
簿
」
な
ど
で
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
明
治
二

八
年
六
月
か
ら
八
月
ま

で
三

ヶ
月
間
の
販
売
状

況
を
表

6

「瑞
穂
炭
坑
石
炭
売
上
明
細
表
」
に
見
る
と
、
若
松
港
に
着

炭

し
た
塊
炭
六
九
二
万
四
九
六
〇
斤
の
う
ち
残
炭
を
除

い

た
八
七
%
が

「地
売
り
」
と
呼
ば
れ
た
地
方
販
売

で
あ
る
。

残
り
一
三

%
が

「大
坂
送
り
」
で
あ
る
が
、
塊
炭

・
粉
炭
の

炭
種
別
で
見
る
と
粉
炭
の
方
が
や
や

「大
坂
送
り
」
の
割
合

が
高
く
な

っ
て
い
る
の
は
、
紡
績
会
社

の
燃
料

に
な

っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
同
坑

の
採
掘
炭

は
海
外
向
け

の
販
売

で
は
な
く
、
そ

の
す

べ
て
が
若
松
港

で
の
国
内
向
け
販
売
で
あ

っ
た
。

と

こ
ろ
で
、
若
松
港

で
販
売
を
委
託
し
た

石
炭
商

は
、

塊
炭

・
粉
炭

・
硬
炭
を
合
わ
せ
る
と

一
九
店
に
も

の
ぼ
る
。

そ
れ
だ
け
に
、

一
店
平
均

の
取
扱
高

は
、
三

ヶ
月
で
五
二

万

一
四

一
六
斤
と
僅
少
で
、
小
口
多
数

の
石
炭
商
に
販
売
を
委
託
し
て
分
散
的
に
需

要
者

へ
供
給
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の

「売
炭
手
数
料
」
は
、
炭
種
を
問
わ

ず
、

一
率
に
販
売
数
量

一
万
斤
に

つ
き

一
五
銭
を
取
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
徴
収
率
は
、

明
治
一
三

年
で
は
炭
種
ご
と
に
異
な
り
、
販
売
数
量

一
万
斤
に

つ
き
塊
炭
は
三
〇
銭
、

粉
炭
は
二
五
銭
で
あ

っ
た
か
ら
、
こ
の
時
期
に
限
れ
ば
減
少
傾
向
に
あ

っ
た
。
し
か

し
、

こ
の
徴
収
方
法
は
、
石
炭
商
が
受
け
取
る
販
売
手
数
料
が
、
販
売
代
金
で
は
な

く
販
売
数
量
に
か
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
炭
価
低
落
時
に
は
荷
主
に
と

っ
て
不
利
な

も

の
で
あ

っ
た
。
逆
に
、
石
炭

の
各
種
需
要
が
増
大
し
炭
価
が
上
昇
す
る
好
況
期
に

は
、

こ
の
欠
点
は
隠
さ
れ
て
し
ま
い
、
小
口
扱
い
の
石
炭
商
に
よ

っ
て
き
め
細
か
い

販
路
が
提
供
さ
れ
る
利
点
が
目
立

っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
時
期
に
限

っ
た
瑞

穂
炭
坑

の
経
営
は
、
貝
島
に
と

っ
て
時
宜
を
得
た
も
の
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で

表6瑞 穂炭坑 石炭売上明細表
塊 炭M28.6.～8.

代 金1万 斤当り炭価斤 数
円円0繰越

8189

2,600

778

2,513

169

439

271

744

181

184

282

28

1253

283

13.800～14.500

14。000～14.250

14.000～14.250

14.000

14.000

14.000～14.200

14.200

13.800

14.000

14.000

14.000

14.000

14.000

6,924,960

5,826,240

1,864,800

554,400

1,784,160

120,960

302,400

191,520

524,160

131,040

131,040

201,600

20,160

896,930

201,790

着炭高
地売り
久保店
倉田店
川端店
川村店

阿部店
大島店
杉山店

脇谷店
福間店
瓜生店

反保店
大坂送 り
残炭
繰越

4,064

12810.600

5,103,240

3,989,940

120,960

着炭高
地売 り

澄 田店
8510.50080,640重富店

755

652

159

159

10.700

8.600～10.600

10.500

10.500～10.700

705,600

623,220

151,200

151,200

川端店
大島店

高階店
倉 田店

1,768

177

30

151

861

252

9.800

10.300

10.000

10。000

10.000

10.000

1,804,320

171,360

30,240

151,200

861,300

252,000

0

杉山店
尾中店
神徳店
吉田組

大坂送 り
残炭
繰越

66

387.500

100,800

90,720

50400

着炭高
地売 り

福 田店
287.00040320大和店

10,080残炭

塊

炭

粉

炭

硬

炭

12,319円

2,114円

535円

9,906,900斤

1,758,230斤

453,790斤

塊炭粉炭礦 炭地売 り合計

塊炭粉炭大坂送 り合計
塊炭粉炭残炭合計

12,118,920斤14968円計合

出典:貝 島炭礦(株)地 方課資料 「瑞穂石炭出納表」
「売揚差引勘定表」「為替勘定表」
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き

る

。
④

瑞
穂
炭
坑
の
営
業
成
績

瑞
穂
炭
坑
若
松
出
張
方
の
計
算
で
は
、
明
治

二
八

年
六
月
か
ら
人
月
ま
で
三

ヶ
月
間
の
営
業
成
績

は
表

7
の
通
り
で
あ
る
。
地
売
り
炭
は
塊
粉
硬
炭
合

計
九

九
〇
万
六
九
〇
〇
斤
。
こ
の
売
上
代
金

一
万
二
三

九
円
。
大
阪
送
り
塊
粉
炭
合
計

一
七
五
万
八
二
三
〇

斤

、

代

金

二

一

一
四

円
。

汽

車

場

・
戸

畑

・
若

松

築

港
陸
上
炭

(硬
炭
を
除
く
)
が
四
五
万
三
七
九
〇
斤
、

こ
の
代
金
五
三
五
円
。
以
上
合
計

一
二

一
一
万

八
九

二
〇
斤
、
代
金

一
万
四
九
六
人
円
。
こ
の
三
ヶ
月
間

の

「
採

掘

費

(請

負

者

渡

し

)
」
、

「
販
売

費

」
、

「輸

送

費

」
、

「
本

店

経

費

」

の
支

出

合

計

が

一
万

一
七

八

一

円
。
差
し
引
き
残
額
三

一
八
七
円
が
三
ヶ
月
間

の
利

益
金
と
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
同
坑
採
掘
炭

の
市

場
は
国
内

で
、
そ
の
八
割
強
が

「若
松
地
売
り
」
と

記
載
さ
れ
た
地
域
的
な
販
売
で
あ

っ
た
た
め
、

こ
の

利
益
を
生
み
出
し
た
も
の
は
地
方
販
売
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。
好
況
期
に
お
け
る
補
完
炭
坑
の
意
義

は
こ

こ

に
あ

る

と

い

っ
て
良

い
。

「貝
島
太
助
伝
」
に
よ
る
と
瑞
穂
炭
坑
は
八
〇
〇

○
円
で
買
収
し
、
事
業
開
始
の
時
か
ら
明
治
二
九
年

一
月
に
三
菱
合
資
会
社

へ
譲
渡
す
る
ま
で
に
二
万
余

円
の
利
益
を
上
げ
た
と
言
わ
れ
る
。
三
菱

へ
の
譲
渡
金
は
三
万
五
〇
〇
〇
円
で
あ

つ

た
と
い
う
か
ら
、
貝
島
は
こ
の
瑞
穂
炭
坑
の
経
営
わ
ず
か
二
年
間
で
あ
わ
せ
て
約
五

万
円
を
生
み
出
し
た

こ
と
に
な
る
。
三
菱
が
瑞
穂
炭
坑
の
買
収
に
出
た
の
は
、
瑞
穂

円未満四捨五入表7瑞 穂炭坑 収支計算表
構成比M28.6.～8.決 算

%円斤
収 支 項 目

1001496812118,920

54.78,1895,826,240

27.140643989940
O.46690720

1.9283201,790

1.7252252000

8.41,253896,930

5.8861861300

1001496812118,920

69.38,163

69.38163

1.3149

1.31499906900

24.52892

2LO24797206噸

2.0238

1.2137

0.225

0.113

(9)
4.9577

3.0351

1.9226

10011781

石炭売上金
塊炭若松地売 り収
粉炭若松地売 り
硬炭若松地売り
塊炭汽車場及戸畑陸上分(1万 斤14円 替)

粉炭汽車場及戸畑陸上分(1万 斤10円 替)入
塊炭大坂送 り(1万 斤14円 替)

粉炭大坂送 り(1万 斤10円 替)
計合

採掘費
請負者渡

販売費
売炭手数料(1万 斤15銭)

支

輸送費
(噸当たり34銭4厘汽車運賃

汽車場仲 賃(1万 斤80銭)

倉庫経費 陸上炭取廻運賃並二仲仕賃
大阪送り炭海上保険料並為替歩
非常経費船舶事故
(外に下船運賃)

本店経費出

営業諸雑費什器費旅費交際費等
月給手当金

計合
3,187収支差額

出典:貝 島炭礦(株)地方課資料 「瑞穂炭礦 貸借表若松出張所勘定方」

単位:円 円未満四捨五入M28.6.～8.瑞 穂 炭 坑 現 金 出 納 表

貸 方
2488

要摘
汽車運賃

借 方
250

要摘
創業費 トシテ坑主ヨリ入

238

149

137

25

汽車場仲仕賃
売炭手数料990万6900斤1万 斤15銭
倉庫経費 取廻運賃並二仲仕賃
大坂送 り炭海上保険料並二為替歩

8,189

4,064

66

1000

塊炭代金入582万6240斤
粉炭代金入398万9940斤

硬炭代金入9万0720斤
陸上炭引当一時借入 岩津氏 ヨリ

351

13

226

営業諸費
非常経費 難破船引揚救助費
月給並二手 当金

335

225
大坂送 り炭為替借 興行銀行 ヨリ

炭代前金入 川端店

8163

500
坑主渡金 請負者渡
同 福岡仲尾卯平渡

850

54
同 渡辺氏渡(器 械代 ・物産暑中見舞割他)
同 貝島太助氏渡

106同 直方中村パイプ代払
300

30
同 馬関桝谷店払ダライバ ン代内

50
同 瑞穂坑雇入技手器械購求上京旅 他

問屋同盟貯金
180

100
家屋抵 当ニテ賃金 安西へ
同地所敷金 和田キ三郎

169現在金 出納帖残
14,129計合14,129計合

出典:貝 島炭礦(株)地方課資料 「廿八年自六月至八月 貸借表 若松勘定方」
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炭
坑
が
溜
池
下
を
採
掘
し
て
い
た
た
め
、
も
し
池
底
が
陥
落
す
れ
ば
隣
接
す
る
三
菱

新
入
炭
坑
に
も
水
害
が
及
ぶ
危
険
が
あ

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
三
菱
と
し
て
は
、
福
岡

鉱
山
監
督
署

へ
の
告
訴
が
実
ら
ず
、
貝
島
が
今
後
七

ヶ
年
間
採
掘
跡
か
ら
起
こ
る
漏

水
の
補
償
責
任
を
負
う
こ
と
を
条
件
に
、
や
む
な
く
買
収
と
い
う
措
置
を
と
ら
ざ
る

を
得
な
か

っ
た
。
貝
島
と
し
て
も
、
溜
池
の
底

下

一
五
尺
の
と
こ
ろ
ま
で
掘
り
上
げ

た
と

い
う
か
ら
、
坑
命
を
賭
け
た

一
か
人
か
の
冒
険
的
な
事
業

で
あ

っ
た
。

こ
こ
に

も
、
貝
島

の
遮
二
無
二
な
姿
勢
が
現
れ
て
い
る
。
な
お
、
貝
島
が
得
た
瑞
穂
炭
坑
の

譲
渡
金
は
、
京
野
炭
坑

(満
ノ
浦
炭
坑
と
改
称
)

の
買
収
資
金

の

一
部
に
あ
て
る
と

と
も
に
、
職
員
も
同
坑

へ
移
さ
れ
て
、
開
発
に
あ
た

っ
た
。

こ
の
満
ノ
浦
炭
坑
は
、

毛
利
家
の
資
金
が

つ
ぎ
込
ま
れ
て
、
同
家
と
の
共
同
所
有
と
な

っ
た
。

四

お
わ
り
に

以
上
、
創
業
期

の
貝
島
炭
坑
に
お
け
る
経
営

組
織
の
特
色
と
補
完
炭
坑

の
意
義
に

つ
い
て
述

べ
て
き
た
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
要
点

の
確
認
と
今
後
の
展
望
を
ま
と
め
て

お
き
た

い
。

貝
島
炭
坑

の
経
営
組
織

の
特
色
は
、
ま
ず
貝
島
太
助
を
中
心
に
し
た
広
範
な

一
族

が
経
営
主
体
に
な

っ
た

こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、

一
族
経
営
そ
の
も
の
は
決
し
て

珍
し
い
も
の
で
は
な
い
が
、
貝
島

一
族

の
場
合

に
は
、
当
初
か
ら
存
在
し
て
い
た

一

族
が
炭
坑
業
を
始
め
た
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
炭
坑
業
お
け
る
作
業
上
の
必
要
か

ら

一
族
が
徐

々
に
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
と
い
う
特
徴
が
あ

っ
た
。

一
族
各
人
は
、
そ

れ
ぞ
れ
に
仕
事
上

の
得
意
分
野
を
持

っ
て
い
た
だ
け
に
、
そ
れ
を
生
か
す
形
で
企
業

内
部
に
確
固
た
る
地
歩
を
占
め
た
。
大
ノ
浦
炭

坑
の
創
業
は
、
こ
う
し
て
形
づ
く
ら

れ
た
貝
島

一
族
共
同
事
業
体
制
の
完
成

で
あ
り
、
ま
た
新
た
な

ス
タ
ー
ト
で
も
あ

っ

た
。
こ
の
時
か
ら
、

一
族
経
営
の
組
織
化
が
本
格
的
に
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

方
法
が

「企
業
内
部
請
負
制
」
の
採
用
で
あ
る
。
香
月
炭
坑
時
代
に
太
助
自
身
が
経

験
し
効
用
も
知
り
尽
く
し
て
い
た

「採
掘
請
負
制
」
を
、
企
業
内
部
の
大
ノ
浦

・
菅

牟

田
両
坑
に
お

い
て
採
用
し
、
独
立
採
算
的
な
方
法
に
よ

っ
て
収
益
性
の
向
上
を

図

っ
た
。
こ
の

「企
業
内
部
請
負
制
」
は
、
政
府
の
急
速
な
鉱
業
近
代
化
政
策

の
も

と
で
、
経
営
組
織

の
発
展
過
程
が
圧
縮
さ
れ
、
企
業
内
部
に
請
負
制
と
直
轄
制
の
中

間
的
な
制
度
が
長
く
残
存
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
貝
島

一
族
は
、

こ
れ
を
当
時
に

お
け
る
最
も
有
効
な
蓄
積
方
法
と
し
て
採
用
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の

「企
業
内
部
請
負
制
」
は
、
生
産
現
場
で
の
諸
請
負
に
限
ら
れ
、
川
船
輸
送

や
販
売
に
ま
で
は
及
ぶ
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
川
船
輸
送
の
組
織
化
は
、
筑
豊
興
業

鉄
道
の
開
業
に
よ

っ
て
必
要
性
が
な
く
な

っ
た
が
、
販
売
の
組
織
化
は
、
当
時

の
市

場
状
況
か
ら
停
滞
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
若
松
港
に
は
無
数
の
石
炭
商
が
ひ
し
め
き
、

彼
ら
が
販
売
を
支
配
す
る
状
況
が
続
い
て
い
た
。
そ
の
隙
間
に
食

い
込
ん
で
自
ら
の

販
売
網
を
組
織
し
て
い
く
こ
と
は
、
多
く
の
中
小
生
産
者
に
と

っ
て
は
困
難
な

こ
と

で
あ

っ
た
。
そ
の
う
え
、
増
大
す
る
採
掘
炭
に
と

っ
て
国
内
市
場
は
狭
隘
な
も
の
と

な
り
、
海
外
市
場

へ
の
展
開
に
は
、
大
資
本
の
資
金
力
と
販
売
力
が
必
要
に
な

っ
て

き

つ
つ
あ

っ
た
。

こ
う
し
て
、
資
金
供
給
を
前
提
と
す
る
三
井
物
産

へ
の
委
託
販
売

が
、
貝
島

の
販
売
方
法
と
し
て
大
き
な
意
味
を
持

つ
よ
う
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
過

去
の
負
債

の
返
済
資
金
を
物
産
か
ら
調
達
し
た
こ
と
は
、
炭
坑

の
所
有
権
に
関
わ
る

重
大
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
た
。
こ
の
資
金
調
達
を
機
会
に
、

一
族
内
に
お
け
る
貝

島
太
助
の
優
位
が
強
ま
る

一
方
で
、
創
業
以
来
の
功
労
者
た
ち
は
炭
坑
の
所
有
か
ら

徐

々
に
排
除
さ
れ
て
い
っ
た
。

こ
う
し
て
、

一
族
共
同
事
業
体
制
は
転
機
を
迎
え
た
。

一
族
経
営
は
、
太
助
が
借
金
返
済
を
ほ
ぼ
完
了
し
て
鉱
業
権
を
回
復
し
た
時
に
は
、

貝
島
姓
の
四
家
の
み
に
よ
る

一
族
経
営
に
衣
替
え
を
し
て
復
活
し
た
。

こ
れ
が
貝
島



鉱
業
合
名
会
社
と
い
う

一
族
会
社

の
設
立
な
の

で
あ
る
。
以
後
、
貝
島
家

一
族
に
よ

る

「企
業
内
部
請
負
制
」
は
、
こ
の
会
社
の
内
部

に
お
い
て
、
様

々
な

バ
リ

エ
ー

シ
ョ
ン
を
見
せ
な
が
ら
展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な

る
。
そ
の
対
象
に
な

っ
た
炭
坑
が

後
の
柚
ノ
木
原
炭
坑
、
津
波
黒
炭
坑
、
大
分
炭
坑

の
よ
う
な
補
完
炭
坑
で
、
炭
況
の

変
動
に
対
応
す
る
形
で
請
負
制
か
ら
直
轄
制
ま

で
様

々
な
経
営
形
態
を
採
り
な
が
ら
、

貝
島
炭
坑
全
体

の
経
営
に
貢
献
し
て
い

っ
た
。

こ
の
補
完
炭
坑
は
、

}
族
に
よ
る

「企
業
内
部
請
負
制
」
の
も
と
で
、
も
う

一
つ

の
重
要
性
を
持

っ
て
い
た
。
補
完
炭
坑
の
採
掘
炭

の
多
く
は
物
産

へ
の
委
託
販
売

の

対
象
外
で
、
補
完
炭
坑
は
言
わ
ば
地
売
り
中
心

の
炭
坑
で
あ

っ
た
。
主
要
炭
坑
で
あ

る
大
ノ
浦

・
菅
牟
田
両
坑
の
採
掘
炭
は
三
井
物
産
に
よ

っ
て
遠
隔
地
販
売
が
拓
か
れ

て
い
く
が
、
採
掘
炭

の
炭
質
や
採
掘
量
に
よ
っ
て
は
必
ず
し
も
物
産
に
よ

っ
て
販
売

し
き
れ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
ま
た
、
大
ノ
浦

・
菅
牟
田
両
坑
と
三
井
物
産
と
の

あ
る
種

の
請
負
関
係
は
、
本
来
の
事
業
利
益
の

一
部
を
損
な
う
も
の
で
あ

っ
た
た
め
、

そ
れ
を
補
う
た
め
の
策
と
し
て
物
産

の
枠
組
み
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
で
別
の
炭
坑
を

経
営
し
て
成
果
を
あ
げ
る
必
要
が
あ

っ
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
合

い
を
持

つ
最
初

の

補
完
炭
坑
が
瑞
穂
炭
坑
で
あ

っ
た
。
瑞
穂
炭
坑
は
、
共
同

経
営
者

の
力
を
借
り
、
ま

た
炭
況
に
も
恵
ま
れ
て
莫
大
な
利
益
を
収
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
炭
坑
は
、
石

炭

の
品
質
で
は
、
大
ノ
浦
炭

・
菅
牟
田
炭
に
及
ば
な
か

っ
た
が
、
地
方
向
け
の
販
売

を
す
る
こ
と
で
、
好
況
期
に
は
利
益
を
計
上
す
る

こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
か
ら
、
好

況
期
に
は

「企
業
内
部
請
負
制
」
に
よ

っ
て
別
の
炭
坑
を
経
営
し
、
物
産
と
の

「前

貸
制
度
」
的
な
枠
組
み
に
納
ま
り
き
れ
な
い
石
炭

を
貝
島
自
身
が
地
売
り
し
て
利
益

を
確
保
す
る
と
い
う

ス
タ
イ
ル
が
で
き
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
は
、
既
出
の

三

つ
の
論
文
で
も
触
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
貝
島
と
い
う
個
別
企
業
の
経
営
を
考

察
す
る
場
合
、
傘
下
の
炭
坑
と
そ
の
石
炭
販
売
と

の
関
連
を
と
ら
え
る
前
提
と
し
て
、

国
内

・
国
外
の
市
場
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
り
、
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。

注

(
1
)

加

藤

幸

三
郎

、
松

元

宏
、

宇

田

川
勝

、
春

日
豊
、

畠

山
秀

樹

、
永

江

眞
夫

、
森

川

英

正
、
荻

野
喜

弘

、
畠

中

茂

朗

な

ど

の
諸

氏

に

よ

る
諸

論

文

。

こ

の
う

ち
、

畠

山
、

永

江

両

氏

の
論

文

は
、
貝

島

の
経

営

を
内

部
資

料

を

用

い

て
本
格

的

に
分

析

し

た
最

初

の
も

の

で
あ

る
。

な

お
、

貝
島
炭
礦

の
研
究

史

に

つ
い

て
は
、
畠

中

茂

朗

氏

の
詳

し

い
調
査

が

あ

る

(
九
州

国
際

大
学
社

会

文
化

研
究

所
紀

要
第

五
〇

号
所
収

「貝
島

炭

礦
研
究
史

序

説
」
)
。

(
2
)

「
創
立

期
貝

島
鉱
業

合

名
会
社

の
資

金

調
達

と
石
炭

販
売

」
(西

日
本

文
化
協

会

『
福

岡

県
地
域

史
研

究
』
第

一
八
号
)
・
「貝
島

鉱
業

合
名

会
社

『
総
勘

定

元
帳
』

に
見

る
財

務
構

造

の
変
化

」
(九

州
大

学

石
炭
研

究
資

料

セ

ン
タ

ー

『
エ
ネ

ル
ギ

ー
史

研
究
』
第

一

八
号

)
・
「第

一
次
大

戦
前

後

に
お
け

る

貝
島

一
族
会

の
事

業
展

開
」

(
同

第

二
〇
号

)

の
三
論

文
を

指

す
。

こ
こ

で
は
、

不

十
分

な

が
ら

一
つ
の
見

通

し
を

得

る

こ
と

が

で

き
た
。

貝

島
炭

坑

は

毛
利

家

・
三

井

物
産

の
資

金

供

与

・

一
手
販

売

で

不
況

を

切
り

抜

け
、

さ

ら

に
出

炭
規

模

を
増

大

さ

せ

た

の

で
あ

る
が
、

そ

の
膨

大

な
採

掘
炭

と

販

売

委

託
が

却

っ
て
貝

島
炭

坑

の
市

場

進

出
を

困
難

な

も

の

に
し

た
。
海

外

市

場
中

心

に
三

井
物

産

の
販

売

力

で
売

り
捌

い
て

い
た
膨

大

な

石
炭

を

国
内

市

場
向

け

に
切

り

換

え

て

い
く

こ
と

は
、

海
外

向

け

の
販

売
組

織

を
持

た

な

い
貝

島
炭

坑

に

と

っ
て
は

死

活
問

題

で
あ

っ
た
。

そ

し

て
そ

れ

は
、
第

一
次
大

戦

以
後

の
国
内

市

場

の
拡

大

と

相
侯

っ
て
始

め

て
実

現

で
き

る
も

の
で
あ

っ
た
。

(
3
)

辰

巳
豊

吉

「
貝
島

太

助
伝

」
は
、

伝
記

で

は
あ

る
が
、

特

に

一
次
資

料

に
乏

し

い
貝

島

炭
坑

創
業

期

の
こ
と
を
窺

い
知

る

こ
と

が
出
来

る
貴

重
な

資
料

と
言

え

る
。

「
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鞍
手
郡
植
木
村
出
身
の
相
撲
取
り
で
園
田
黄
助
と
も
書
く
。
遠
賀
川
の
船
頭
を
し

て
い
た
が
、
香
月
炭
坑
の
頭
領
と
し
て
筑
豊
四
郡

(遠
賀
、
鞍
手
、
嘉
麻
、
穂
波
)
の

頭
領
会
を
遠
賀
郡
木
屋
瀬
で
結
成
し
た
人
物
。
大
ノ
浦
炭
坑
創
業
時
に
は
上
大
隈
村

と
の
借
区
交
渉
に
携
わ
り
、
そ
の
後
も
太
助
の

「右
腕
」
と
し
て
係
争
事
件
な
ど
に
カ

を
発
揮
し
た
。
太
助
の
母
タ
ネ
は
、
木
屋
瀬
村
大
阪
屋
園
田
太
平
の
孫
で
あ
る
の
で
、

隣
村
植
木
村
出
身
の
園
田
覚
助
は
遠
縁
に
当
た
る
と
い
う
説
も
あ
る
。

宮
田
町
教
育
委
員
会
『
宮
田
町
誌
』
下
巻
五
〇
五
頁
参
照
。

前
掲
書
五
二
四
頁
参
照
。

(財
)
三
井
文
庫

「貝
嶋
鉱
業
書
類
」
物
産
二
二
六

明
治
三
十
年
代
の
請
負
制
に
つ
い
て
は
、
永
江
眞
夫

「貝
島
鉱
業
合
名
会
社
の
経

営
組
織
に
関
す
る
覚
書
」
(福
岡
大
学
経
済
学
論
叢
第
三

一
巻
第
三

・
四
号
所
収
)
を

参
照
。

「貝
島
太
助
伝
」
に
は
綾
部
藤
右
衛
門
と
書
か
れ
て
い
る
。
『
筑
豊
石
炭
鉱
業
会
五

十
年
史
』
で
確
か
め
て
み
る
と
、
明
治

一
八
年

一
一
月
現
在
の
若
松
石
炭
商
に
相
部

藤
右
衛
門
が
い
る
。

清
算
会
社
貝
島
炭
礦

(株
)
の
土
蔵
に
残

っ
て
い
た
会
計
課
資
料
は
、
鉱
業
権
を
回

復
し
た
明
治
二
九
年
五
月
以
降
の
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
以
前
の
会
計
帳
簿
は
、
貝
島

側
に
は
残

っ
て
い
な
い
。

植
木
斯
波
炭
坑
に
つ
い
て
は
、
九
州
大
学
石
炭
研
究
資
料
セ
ン
タ
ー
『
石
炭
研
究
資

料
叢
書
』
第
三
号

「植
木
斯
波
炭
礦
日
誌
」
参
照
。

こ
の

一
次
資
料
も
、
清
算
会
社
貝
島
炭
礦

(株
)
総
務
課
庶
務
係
所
管
で
あ
っ
た

「貝
島
七
十
年
資
料
」
と
は
別
の
同
社
地
方
課
資
料
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
宮
田
事
務
所

の
土
蔵
の
な
か
に
永
く
眠
っ
て
い
た
が
、
今
は
宮
田
町
石
炭
記
念
館
に
移
し
た
。
地

方
課
所
管
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
仮
に

「地
方
課
資
料
」
と
呼
ん
で
お
く
。

ち

な

み

に
、

三

井
物

産

の
委

託
販

売

手
数

料

は
、

明
治

二
九
年

後

半

期

で
販

売
代

金

の

二

・
五

%

に
固

定

さ

れ

て

い
る
。

も
ち

ろ

ん
、

い
ず

れ

の
場
合

も
、
需

要

者

へ

の
委

託

販
売

で
あ

る
以

上
、

そ

の

石
炭

が
売

り

捌

か
れ

な

か

っ
た

と
き

の
リ

ス
ク

は

荷

主

が

す

べ

て
負

う

べ
き

も

の
で
あ

っ
た
。

し
た

が

っ
て
、
荷

主

と

し

て
は
、

商

業

資

本

に

石
炭

を

買

い
取

ら

せ

て
販

売

の
リ

ス
ク
を
転

嫁

す

る

こ
と

が

で
き

な

い
な

ら

ば

、

荷
主

自
身

が

販

売

機
構

を

持

つ
こ
と

に

よ

っ
て
、

採
掘

炭

の
売

り
捌

き

と
販

売

コ
ス
ト

の
低
減

に
努

め

る

こ
と

が
必

要

で
あ

っ
た
。
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